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一
、
は
じ
め
に

高
野
山
開
創
説
話
は
、弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
〜
八
三
五
）
に
よ
る
高
野
山
開
創
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
説
話
群
で
あ
り
、

弘
法
大
師
信
仰
の
一
部
を
形
成
す
る
。
中
央
の
僧
侶
・
学
者
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
空
海
伝
（
弘
法
大
師
伝
）
に
語
ら
れ

た
説
話
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
『
六
大
新
報
』
紙
上
に
「
弘
法
大
師
伝
の
霊
異
話
」
と
題
し
て
連
載
を
し
た
中
で
些
か

紹
介
を
し
て
き
た
が
、
学
問
的
に
厳
密
な
資
料
操
作
を
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
こ
の
連
載
の
過
程
で
、
扱

う
資
史
料
の
位
置
付
け
、成
立
年
代
に
関
す
る
見
方
も
変
化
し
た
。
ま
た
武
内
孝
善
氏
も
既
に
『
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
』

第
四
部
「
高
野
山
の
開
創
」
等
（
１
）の
中
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
高
野
山

開
創
説
話
に
つ
い
て
整
理
し
て
紹
介
し
た
い
。

高
野
山
開
創
説
話
に
つ
い
て

　
  

―
院
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こ
の
説
話
群
は
、
幾
つ
か
の
要
素
の
集
成
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
大
体
は
、

①
唐
か
ら
の
三
鈷
杵
の
投
擲
（
飛
行
三
鈷
）

②
開
創
の
時
の
三
鈷
と
宝
剣
の
発
見
（
三
鈷
の
松
）

③
高
野
山
へ
導
い
た
犬
を
連
れ
た
猟
師
（
南
山
の
犬
飼
・
狩
場
明
神
）

④
山
民
・
高
野
明
神
の
案
内
と
所
領
寄
進

⑤
丹
生
津
姫
（
丹
生
明
神
）
か
ら
の
所
領
寄
進

と
い
っ
た
所
で
あ
ろ
う
か
。

紙
幅
の
都
合
に
よ
り
十
・
十
一
世
紀
前
半
ま
で
の
丹
生
津
姫
説
話
に
つ
い
て
は
別
稿（２
）に
述
べ
た
。
本
稿
で
は
院
政
期

初
頭
の
成
立
と
目
さ
れ
る
経
範
（
一
〇
三
一
〜
一
一
〇
四
）
撰
『
弘
法
大
師
行
状
集
記
』
と
『
金
剛
峰
寺
建
立
修
行
縁
起
』

以
降
に
展
開
し
た
説
話
群
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
は
「
空
海
」
と
称
し
、
信
仰
上
に

語
ら
れ
る
場
合
に
は
「
弘
法
大
師
」「
大
師
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、『
行
状
集
記
』
と
『
建
立
修
行
縁
起
』

十
一
世
紀
前
半
と
推
測
さ
れ
る
『
遺
告
』
類
や
『
空
海
僧
都
伝
』
の
後
、
十
一
世
紀
末
か
ら
始
ま
る
院
政
期
の
初
頭

に
な
る
ま
で
、
高
野
山
開
創
説
話
に
大
き
な
変
化
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
野
僧
正
仁
海
（
九
五
一
〜
一
〇
四
六
）
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の
『
秘
密
家
宗
体
要
文
』
に
も
、
後
三
条
天
皇
（
一
〇
三
四
〜
一
〇
七
三
）
の
東
宮
時
代
の
護
持
僧
で
あ
っ
た
小
野
僧
都

成
尊
（
一
〇
一
二
〜
一
〇
七
四
）
の
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
に
も
特
別
な
高
野
山
開
創
説
話
は
見
ら
れ
な
い
。
院
政
期
の

初
め
に
な
っ
て
『
金
剛
峰
寺
建
立
修
行
縁
起
（
建
立
修
行
縁
起（３
））』
が
高
野
山
の
在
地
の
中
で
成
立
し
、
京
師
で
は
遍
照
寺

法
務
経
範
（
一
〇
三
一
〜
一
一
〇
四
）
の
『
弘
法
大
師
行
状
集
記
（
行
状
集
記（４
））』
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
両
書
に
は
相

互
の
直
接
的
な
影
響
を
見
い
だ
す
こ
と
が
難
し
く
、
共
通
す
る
記
事
は
、
夫
々
に
『
御
遺
告
』
等
か
ら
取
り
込
ん
だ
も

の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

先
ず
『
行
状
集
記
』
で
は
「
金
剛
峯
寺
（
字
を
高
野
と
号
す
）
條
第
九
十
三（５
）」
に
『
御
遺
告
』
か
ら
丹
生
津
姫
の
説
話

を
引
用
す
る
が
『
御
遺
告
』
本
文
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
高
野
明
神
は
現
れ
な
い
。
ま
た
「
高
野
四
至
敬
白
文（６
）」
や
「
紀

伊
の
国
伊
都
の
郡
高
野
の
峯
に
於
て
入
定
の
処
を
請
け
乞
は
被
る
の
表
」（
以
下
「
乞
入
定
処
表（７
）」）
な
ど
が
引
用
さ
れ
る
が
、

そ
れ
ら
と
共
に
「
三
鈷
を
拠
げ
上
げ
る
條
第
三
十
五（８
）」
に
、

伝
に
曰
く
。
本
朝
に
趣
く
船
を
泛
る
の
日
、
海
上
に
於
て
祈
誓
発
願
し
て
曰
く
「
所
学
の
教
法
、
秘
蔵
に
よ
っ

て
処
を
擇
ぶ
。
吾
が
朝
に
於
て
、
若
し
感
応
の
地
有
ら
ば
到
り
て
此
の
三
鈷
を
点
ぜ
む
」
と
。
日
本
の
方
に
向
け

て
三
鈷
を
拠
げ
上
ぐ
。
遥
か
に
飛
ん
で
雲
中
に
入
る
。

と
あ
り
「
海
上
に
拠
げ
る
三
鈷
を
尋
ね
得
る
條
第
九
十
四（９
）」
に
、

或
る
伝
に
曰
く
。
高
野
登
山
の
時
、
明
神
、
即
ち
山
の
中
心
に
宿
所
を
示
す
。
聊
か
芟
り
掃
ふ
の
間
、
彼
の
海
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上
よ
り
拠
げ
る
三
鈷
、
今
に
此
の
処
に
在
り
。
之
れ
に
因
っ
て
仏
法
興
隆
の
地
、
此
の
外
に
有
ら
ざ
る
と
知
る
、

と
云
々
。
三
会
の
暁
に
至
る
ま
で
密
蔵
の
法
炬
を
滅
せ
ざ
ら
令
め
ん
と
欲
す
。

と
い
う
投
擲
三
鈷
と
、
そ
の
三
鈷
の
発
見
の
説
話
が
語
ら
れ
る
。
後
で
見
る
『
建
立
修
行
縁
起
』
と
似
て
は
い
る
が
小

異
も
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
「
或
る
伝
」
に
よ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
伝
」
が
『
建
立
修
行
縁
起
』
で
あ
れ
ば
、
宝

剣
発
見
記
事
の
見
え
な
い
こ
と
に
疑
問
が
生
ず
る
し
「
縁
起
」
を
「
伝
」
と
は
い
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
引
用
と
い
う
に

は
文
章
的
に
も
相
違
す
る
。
と
も
か
く
投
擲
三
鈷
と
三
鈷
の
発
見
を
語
る
最
初
期
の
資
料
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

次
に
『
建
立
修
行
縁
起
』
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
十
一
世
紀
前
半
の
御
堂
関
白
藤
原
道
長
（
九
六
六
〜
一
〇
二
七
）
の

高
野
山
登
拝
の
頃
に
唱
導
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
空
海
（
弘
法
大
師
）
入
定
説
話
（
生
身
入
定
信
仰
）
と
共
に
、
先
論

A
C
B

で
述

べ
た
よ
う
に
高
野
山
を
現
世
に
お
け
る
諸
仏
の
浄
土
と
す
る
高
野
山
浄
土
信
仰（
浄
土
往
生
相
応
の
霊
地
）が
語
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
院
政
期
以
降
の
資
料
に
し
か
現
れ
な
い
言
説
で
あ
り
、
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
る
資
料
も
偽
文
書
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
『
行
状
集
記
』
に
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
か
ら
の
引
用
が
見
い
だ
し
難
い
こ
と
、逆
に
『
建
立
修
行
縁
起
』
に
も
『
行

状
集
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
成
立
が
『
行
状
集
記
』
成
立
と
同
時

期
の
院
政
期
初
頭
に
ま
で
下
が
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
こ
に
は
帰
朝
の
時
の
投
擲
三
鈷
説
話

A
D
B

が
、

大
同
二
年
丁
亥
八
月
を
以
て
本
郷
に
趣
く
、
舶
を
泛
べ
る
の
日
、
祈
請
し
て
云
く
「
我
が
伝
え
学
ぶ
所
の
秘
密

の
聖
教
、
流
布
相
応
の
地
有
ら
ば
、
早
く
到
り
て
之
れ
を
点
ず
可
し
」
と
。
則
ち
三
鈷
を
以
て
日
本
に
向
ひ
て
之
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れ
を
投
げ
れ
ば
、
則
ち
三
鈷
、
遥
か
に
飛
び
て
雲
中
に
入
る
。

と
し
て
語
ら
れ
、
殆
ど
『
行
状
集
記
』
と
相
似
す
る
。
ま
た
高
野
山
の
開
創
に
つ
い
て

A
E
B

、

漸
く
世
間
の
嚚
塵
を
厭
ひ
、
竊
に
禅
定
の
霊
崛
を
尋
ぬ
。
弘
仁
七
年
孟
夏
の
比
を
以
て
城
外
に
出
て
経
歴
し
た

ま
ふ
。
大
和
国
宇
知
の
郡
に
て
一
人
の
猟
者
に
逢
ひ
た
ま
ふ
。
其
の
形
深
赤
に
し
て
、
長
八
尺
計
り
。
小
袖
の
青

衣
を
着
、
骨
高
く
、
筋
太
く
、
弓
箭
を
以
て
身
に
帯
し
、
大
小
の
犬
（
二
の
黒
犬
）、
之
れ
に
随
従
す
。
則
ち
和
尚

の
過
ぎ
通
る
を
見
て
、
不
審
を
問
ふ
。
和
尚
、
踟
蹰
し
て
子
細
を
問
訊
し
た
ま
ふ
。
猟
者
の
云
く
「
我
は
是
れ
南

山
の
犬
飼
な
り
。
知
る
所
の
山
地
万
許
町
に
し
て
、其
の
中
に
於
て
幽
な
る
平
原
有
り
。
霊
瑞
至
り
て
多
し
。
和
尚
、

来
臨
し
住
し
た
ま
へ
。
自
ら
以
て
助
成
せ
む
。
犬
を
追
ひ
放
て
走
ら
令
む
る
の
間
、
即
ち
失
せ
ぬ
。
云
云
。
大
師
、

内
心
に
案
じ
、
黙
然
と
し
て
過
ぎ
た
ま
ひ
、
紀
伊
国
の
堺
の
大
河
の
辺
に
臨
ん
で
宿
す
。
是
に
於
て
一
人
の
山
民

有
り
。
子
細
を
談
ず
る
処
に
申
し
て
云
く
「
此
れ
従
り
南
方
に
平
平
た
る
原
沢
有
り
。
三
面
に
山
連
っ
て
、
山
門

辰
巳
に
開
け
た
り
。
万
水
東
に
流
れ
て
、
末
流
、
一
水
に
聚
る
。
昼
は
常
に
奇
雲
を
聳
え
、
夜
は
常
に
霊
光
を
現
ず
。

推
察
す
る
に
紀
伊
国
伊
都
の
郡
の
正
南
に
当
た
れ
り
。
云
云
。
則
ち
明
旦
に
件
の
山
人
、
随
身
し
て
、
咫
尺
の
間

に
件
の
原
沢
に
至
る
。
見
巡
す
る
の
間
、
寔
に
伽
藍
を
建
立
す
可
し
。
次
い
で
件
の
山
人
、
密
に
大
師
に
語
り
て

云
く
「
吾
れ
は
是
れ
、
此
の
山
の
王
な
り
。
則
ち
之
の
領
地
を
献
じ
て
威
福
を
増
さ
む
。
吾
、
山
水
に
狎
れ
て
極

め
て
人
気
に
麁
か
な
り
。
幸
に
菩
薩
に
逢
ひ
ぬ
。
吾
が
徳
至
れ
り
」
と
云
云
。
則
ち
次
の
日
に
、
伊
都
の
郡
を
出

で
た
ま
ふ
。
大
師
、
思
惟
し
た
ま
ふ
。
輪
王
即
位
の
時
、
水
楊
を
以
て
仙
人
に
施
し
了
ぬ
。
然
り
と
雖
も
一
針
一
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草
も
允
さ
れ
ず
ん
ば
過
有
り
。
故
に
六
月
中
旬
を
以
て
表
請
し
て
入
定
の
処
を
点
じ
、一
両
の
草
庵
を
作
る
。
万
事
、

遑
無
し
と
雖
も
、
年
毎
に
一
往
す
。
彼
の
登
山
の
路
辺
に
十
許
町
の
沢
有
り
。
山
王
丹
生
大
明
神
の
社
な
り
。
今

天
野
宮
と
云
ふ
は
是
れ
な
り
。
大
師
登
山
の
初
め
、
是
の
社
の
辺
に
一
宿
し
た
ま
ふ
。
則
ち
巫
祝
に
託
宣
し
て
曰

は
く
「
妾
、
神
道
に
在
っ
て
威
福
を
望
む
こ
と
久
し
。
今
、
此
の
処
に
到
り
た
ま
ふ
。
妾
が
幸
な
り
。
弟
子
、
昔

人
為
り
し
時
、
食
国
命
、
家
地
万
許
町
を
給
ふ
。
南
は
南
海
を
限
り
、
北
は
日
本
河
を
限
り
、
東
は
大
日
本
の
国

を
限
り
、
西
は
応
神
山
の
谷
を
限
る
。
冀
は
く
は
之
れ
を
永
世
に
献
じ
て
仰
信
の
情
を
表
す
」
と
云
云
。
重
ね
て

官
符
を
給
ふ
。
伽
藍
を
建
立
せ
む
が
為
に
樹
木
を
截
り
払
ふ
の
間
、
樹
に
彼
の
唐
に
投
げ
る
所
の
三
鈷
、
厳
然
と

し
て
有
り
。
弥
々
歓
喜
を
増
し
、
則
ち
地
主
山
王
の
告
の
如
く
密
教
相
応
の
地
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
ぬ
。
地
を
墜

り
夷
げ
る
の
処
、地
の
下
よ
り
一
の
宝
剣
を
堀
り
出
す
。勅
に
依
っ
て
進
覽
す
。祟
り
に
依
っ
て
祟
り
を
占
う
。占
部
、

卜
推
す
ら
く
「
当
に
今
、
銅
の
筒
に
入
れ
て
返
し
て
之
れ
を
安
置
し
た
ま
ふ
べ
し
。
今
之
れ
を
案
ず
る
に
外
護
の

大
明
神
、
惜
し
み
奉
る
耳
」
と
云
云

と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
本
稿
の
最
初
に
挙
げ
た
、

①
唐
か
ら
の
三
鈷
杵
の
投
擲

②
開
創
の
時
の
三
鈷
杵
の
発
見
と
宝
剣
の
発
掘
（
→
三
鈷
の
松
）

③
高
野
山
へ
導
い
た
犬
を
連
れ
た
猟
師
（
南
山
の
犬
飼
→
狩
場
明
神
）
の
案
内

④
山
民
・
高
野
明
神
の
案
内
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⑤
丹
生
津
姫
（
丹
生
明
神
）
→
高
野
明
神
か
ら
の
所
領
寄
進

の
全
て
が
語
ら
れ
る
。

⑤
の
所
領
寄
進
の
問
題
に
つ
い
て
は
独
特
の
記
事
が
見
ら
れ
、
高
野
の
地
を
案
内
し
た
山
人
（
山
民
→
山
王
＝
高
野
山

の
地
主
神
。
但
し
「
高
野
明
神
」
の
名
は
現
れ
な
い
）
の
言
葉
と
し
て
「
吾
れ
は
是
れ
、
此
の
山
の
王
な
り
。
則
ち
之
の
領

地
を
献
じ
て
威
福
を
増
さ
む
。
吾
、山
水
に
狎
れ
て
極
め
て
人
気
に
麁
か
な
り
。
幸
に
菩
薩
に
逢
ひ
ぬ
。
吾
が
徳
至
れ
り
」

と
あ
り
、
ま
た
「
登
山
の
路
辺
に
十
許
町
の
沢
有
り
。
山
王
丹
生
大
明
神
の
社
な
り
。
今
天
野
宮
と
云
ふ
は
是
れ
な
り
。

大
師
登
山
の
初
め
、
是
の
社
の
辺
に
一
宿
し
た
ま
ふ
。
則
ち
巫
祝
に
託
宣
し
て
曰
は
く
」
と
あ
り
神
名
が
「
山
王
丹
生

大
明
神
」
と
さ
れ
、
大
師
を
高
野
山
へ
導
い
た
山
人
と
丹
生
津
姫
と
が
共
に
山
王
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
丹
生

津
姫
の
託
宣
の
内
容
が
、
山
人
で
あ
る
山
王
の
言
葉
と
丹
生
津
姫
の
託
宣
と
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
丹
生
津
姫
の
託
宣

に
つ
い
て
は
、『
遺
告
』
類
の
様
に
「
人
の
体か
た
ち
　を
現
し
て
」
で
は
な
く
、『
御
遺
告
』
と
同
様
に
巫
祝
に
託
し
て
い
る
。

ま
た
明
神
の
居
た
路
辺
の
沢
が
、
今
の
天
野
社
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

①
②
に
当
た
る
飛
行
の
三
鈷
杵
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
鈷
を
拠
げ
る
記
事
は
『
行
状
集
記
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

た
だ
し
こ
れ
以
前
に
仁
海
の
『
秘
密
家
宗
体
要
文

A
F
B

』
で
は
、

大
同
二
年
丁
亥
帰
朝
す
。
海
上
の
間
、
勝
地
を
祈
請
す
。
種
々
の
異
有
り
。
三
股
を
投
げ
て
龍
王
を
降
伏
す
。

真
言
院
を
賜
り
、
壇
を
建
て
て
修
法
す
。
東
寺
を
給
は
り
て
宗
場
と
定
む
。
云
々

と
あ
る
。
海
上
で
勝
地
を
祈
請
し
て
種
々
の
霊
異
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
三
鈷
杵
を
投
げ
た
の
は
竜
王
を
降
伏
す
る
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た
め
で
あ
り
、
勝
地
を
祈
っ
て
投
げ
た
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
高
野
山
に
お
け
る
三
鈷
の
発
見
も
語
ら
れ
な
い
。

あ
る
い
は
こ
の
記
事
が
誤
ら
れ
て
『
行
状
集
記
』
や
『
建
立
修
行
縁
起
』
夫
々
の
基
に
な
っ
た
も
の
か
。

こ
の
投
擲
三
鈷
記
事
に
対
し
て
、
高
野
に
お
け
る
三
鈷
発
見
記
事
は
、『
行
状
集
記
』
で
は
、
弘
法
大
師
が
初
め
て

高
野
に
登
山
し
た
時
に
、
明
神
が
山
中
の
宿
所
を
示
し
（
一
宿
す
る
た
め
に
藪
を
）
芟
り
掃
っ
た
所
で
三
鈷
を
見
つ
け
た
、

と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、『
建
立
修
行
縁
起
』
で
は
改
め
て
官
符
を
賜
り
、
伽
藍
を
建
立
す
る
為
に
樹
木
を
截
り
払
う
と
、

樹
（
の
枝
）
に
三
鈷
が
有
っ
た
と
さ
れ
る
。
更
に
地
を
掘
っ
た
所
で
一
の
宝
剣
が
出
て
き
た
の
で
、
勅
に
依
っ
て
進
覧
す

る
と
祟
り
が
あ
っ
た
。
占
部
に
よ
れ
ば
、
外
護
の
大
明
神
が
惜
し
ん
だ
為
で
、
銅
の
筒
に
入
れ
て
（
高
野
へ
）
返
し
、
安

置
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。『
行
状
集
記
』
と
『
建
立
修
行
縁
起
』
で
は
、
同
じ
三
鈷
杵
の
投
擲
と
発
見
が
語
ら
れ
る

以
上
、
共
通
す
る
祖
話
が
在
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
発
見
記
事
に
お
い
て
、
三
鈷
を
発
見
し
た
時
期
と
経
過
が
異
な
っ

て
お
り
、
ま
た
『
建
立
修
行
縁
起
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
宝
剣
記
事
が
語
ら
れ
る
な
ど
相
違
が
大
き
く
、
一
方
か
ら
も

う
一
方
へ
の
伝
承
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
秘
密
家
宗
体
要
文
』
の
三
鈷
記
事
で
は
、
三
鈷
は
投
擲
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
同
じ
高
野
の
地
を
求
め
て
の

投
擲
三
鈷
と
な
る
に
は
、
こ
の
間
に
別
の
説
話
が
語
ら
れ
、
そ
れ
を
『
行
状
集
記
』
や
『
建
立
修
行
縁
起
』
が
引
い
た

も
の
か
。
た
だ
個
別
に
依
拠
し
た
と
す
れ
ば
同
じ
プ
ロ
ッ
ト
に
な
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
し
、
中
間
に
別
の
説
話
が
存

在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
残
ら
な
い
こ
と
に
も
疑
問
が
残
る
。
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③
④
の
高
野
の
地
を
発
見
す
る
時
の
案
内
が
語
ら
れ
る
の
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
が
初
め
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

弘
法
大
師
は
高
野
山
を
開
創
す
る
弘
仁
七
年
に
な
っ
て
諸
処
を
経
歴
し
、
こ
の
時
に
初
め
て
高
野
へ
至
っ
て
お
り
、
空

海
が
高
野
の
地
を
発
見
し
た
「
乞
入
定
処
表
」
等
に
見
ら
れ
る
「
少
年
の
日
」
と
は
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
発
見
の
経
過
に
つ
い
て
、
初
め
大
和
国
宇
知
（
宇
智
）
郡
で
「
南
山
の
犬
飼
」
と
名
の
る
一
人
の
猟
者
に
逢
っ

て
最
初
の
案
内
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
は
「
深
赤
に
し
て
、
長
八
尺
計
り
。
小
袖
の
青
衣
を
着
、
骨
高
く
、
筋
太
く
、

弓
箭
を
以
て
身
に
帯
し
、大
小
の
犬
（
二
の
黒
犬
）、之
れ
に
随
従
す
」
と
さ
れ
る
が
、そ
の
姿
は
東
寺
の
賢
宝
（
一
三
三
三

〜
一
三
九
八
）
の
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
な
ど
に
引
か
れ
る
『
稲
荷
大
明
神
流
記

A
G
B

』
で
語
ら
れ
る
紀
州
田
辺
の
地
で
会
っ

た
稲
荷
神
の
姿
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
祇
が
人
前
に
現
れ
た
と
き
の
姿
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ

り
は
『
稲
荷
大
明
神
流
記
』
が
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
南
山
の
犬
飼
の
姿
を
引
き
写
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
大
和
国
宇
知
（
智
）
郡
は
今
の
五
條
市
に
あ
た
り
、
南
都
か
ら
奈
良
盆
地
を
ま
っ
す
ぐ
南
下
し
て
御
所
市
の

南
に
位
置
す
る
。
ま
た
吉
野
か
ら
は
紀
ノ
川
沿
い
に
西
に
向
か
っ
て
橋
本
へ
到
る
ル
ー
ト
の
途
中
に
な
る
。
橋
本
市
の

東
方
、
ほ
ど
近
く
の
現
・
五
條
市
犬
飼
町
の
犬
飼
山
転
法
輪
寺
は
、
南
山
の
犬
飼
と
大
師
が
出
会
っ
た
地
と
す
る
縁
起

を
語
る
が
、
こ
れ
は
後
世
に
生
み
出
さ
れ
た
伝
承
で
あ
ろ
う
。
山
人
は
、
大
師
が
宿
し
た
「
紀
伊
国
の
堺
の
大
河
の
辺
」

か
ら「
南
方
に
平
平
た
る
原
沢
有
り
」と
い
っ
て
お
り
、南
下
し
て
高
野
へ
達
す
る
ル
ー
ト
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

大
師
の
宿
し
た
処
は
橋
本
辺
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
成
立
時
期
の
高
野
登
山
ル
ー
ト

に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
長
の
高
野
登
拝
ル
ー
ト
は
、
南
都
か
ら
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
も
の
か
明
ら
か
で
無
い
が
、
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藤
原
実
資
（
九
五
七
〜
一
〇
四
六
）
の
『
小
右
記
』
治
安
三
年
十
一
月
十
日
条

A
H
B

に
よ
れ
ば
「
路
次
の
寺
々
を
拝
む
。
更
に

河
内
の
知
識
寺
を
拝
む
」
と
あ
り
、
知
識
寺

A
I
B

の
在
っ
た
河
内
国
（
大
阪
府
）
の
柏
原
市
辺
り
を
通
過
し
て
い
る
。『
建
立

修
行
縁
起
』
で
は
吉
野
も
登
場
せ
ず
に
、直
接
「
大
和
国
宇
知
郡
」
が
登
場
し
て
い
る
が
、や
は
り
こ
の
河
内
経
由
の
ル
ー

ト
が
あ
っ
た
も
の
か
。
或
い
は
南
都
か
ら
南
下
す
る
途
中
で
、
わ
ざ
わ
ざ
道
を
西
へ
逸
れ
て
知
識
寺
に
立
ち
寄
っ
た
の

か
。
知
識
寺
を
通
っ
た
具
体
的
ル
ー
ト
は
不
明
で
あ
る
が
、「
乞
入
定
処
表
」
の
ル
ー
ト
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

ま
た
南
山
の
犬
飼
は
「
山
地
万
許
町
に
し
て
、
其
の
中
に
於
て
幽
な
る
平
原
」
の
場
所
を
知
っ
て
お
り
、「
和
尚
、
来

臨
し
住
し
た
ま
へ
。
自
ら
以
て
助
成
せ
む
」
と
い
い
な
が
ら
、
犬
を
走
ら
せ
て
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
大
師
は
、

紀
伊
国
の
堺
の
大
河
（
紀
ノ
川
）
の
辺
で
宿
す
る
と
、そ
こ
に
一
人
の
山
民
が
有
っ
て
「
此
れ
従
り
南
方
に
平
平
た
る
原
沢
」

が
あ
り
「
紀
伊
国
伊
都
の
郡
の
正
南
に
当
た
」
る
と
さ
れ
、
翌
朝
に
案
内
を
し
て
も
ら
っ
た
。
伽
藍
を
建
立
す
可
き
処

で
あ
り
、
山
人
（
山
民
）
は
、
自
分
は
此
の
山
の
王
（
山
王
＝
地
主
神
）
と
名
の
り
「
則
ち
之
の
領
地
を
献
じ
て
威
福
を
増

さ
む
」
と
い
う
、本
来
は
丹
生
津
姫
の
託
宣
で
あ
っ
た
所
領
寄
進
の
言
葉
を
大
師
へ
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
「
高
野
明
神
」

の
名
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
丹
生
津
姫
と
の
関
係
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
猟
師
で
あ
る
南
山
の
犬
飼
と
山
民
（
山
人
）

で
あ
る
山
王
と
は
別
の
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
建
立
修
行
縁
起
』
は
、『
御
遺
告
』

『
遺
告
』
類
等
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
高
野
山
開
創
説
話
に
お
い
て
は
独
自
な
話
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
ま
で
も
紹
介
し
た
所

A
J
B

で
あ
る
が
、
興
教
大
師
覚
鑁
（
一
〇
九
五
〜
一
一
四
三
）
の
言
葉
を
伝
え
る
『
真
言
宗
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談
義
打
聞
集

A
K
B

』
に
は
、

土
佐
室
戸
は
六
町
結
界
、
東
大
寺
は
寺
内
結
界
の
宣
旨
な
り
。
大
師
七
才
に
し
て
土
を
集
め
大
法
事
す
。
止
む

事
無
き
女
房
来
た
り
て
云
く「
人
同
分
に
准
じ
て
悉
地
成
就
の
法
を
行
へ
。
弥
勒
の
化
身
勤
操
僧
正
と
云
ふ
者
あ
り
」

と
の
た
ま
ふ
。「
吾
必
ず
助
成
せ
む
」
と
。「
此
れ
よ
り
南
、
阿
国
に
平
原
あ
り
。
悉
地
成
就
の
処
な
り
」
と
。
大

師
、
約
束
の
如
く
受
学
畢
っ
て
件
の
国
に
行
き
て
見
れ
ば
、
火
の
と
ぼ
い
た
る
処
あ
り
。
其
の
原
の
ふ
も
と
に
犬

二
疋
具
足
し
、弓
箭
を
帯
し
た
る
俗
あ
り
。
大
師
と
共
に
火
の
見
え
る
処
に
到
り
ぬ
。
女
房
、助
成
承
仕
し
て
行
く
。

宝
剣
飛
び
来
る
。
女
房
、
ま
た
言
く
「
此
れ
よ
り
南
、
猶
、
勝
地
有
り
。
悉
地
成
就
の
勝
処
な
り
」
と
。
さ
て
土

佐
室
戸
へ
行
き
ぬ
。
明
星
来
影
す
。
大
師
、
吐
出
す
。
其
の
処
に
今
に
光
在
り
。

と
い
う
話
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
野
山
に
至
る
話
で
は
な
く
、
求
聞
持
法
修
行
の
場
所
に
至
る
話
と
な
っ
て
い
る

が
、「
止
む
事
無
き
女
房
」
は
丹
生
都
比
売
、「
犬
二
疋
具
足
し
、
弓
箭
を
帯
し
た
る
俗
」
は
、
全
く
「
南
山
の
犬
飼
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
「
止
む
事
無
き
女
房
」
は
、大
師
が
七
歳
で
童
堂
を
作
っ
て
い
た
頃
に
現
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
勤
操
（
七
五
四
〜
八
二
七
）
に
従
っ
て
「
悉
地
成
就
の
法
」（
＝
求
聞
持
法
）
を
受
法
す
べ
き
こ
と
を
教
え
、
修
法

の
成
就
を
助
成
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
し
か
も
修
行
の
場
所
と
し
て
阿
波
国
を
示
し
て
い
る
。『
御
遺
告
』
で
は
、

泥
土
で
仏
像
を
作
り
、
童
堂
に
祀
っ
て
礼
拝
（
大
法
事
）
を
し
て
い
た
の
は
十
二
歳
以
降
で
あ
る
が
、『
打
聞
集
』
で
は

こ
れ
を
七
歳
の
こ
と
と
す
る
。
ま
た
勤
操
が
弥
勒
の
化
身
と
さ
れ
、
明
星
天
子
（
虚
空
蔵
菩
薩
）
の
化
身
と
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
大
師
は
受
法
の
後
、
阿
波
国
で
、
灯
の
と
も
っ
て
い
る
平
原
の
ふ
も
と
で
二
匹
の
犬
を
連
れ
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た
猟
師
と
出
会
い
、
一
緒
に
火
の
見
え
る
所
へ
行
く
時
「
止
む
事
無
き
女
房
」
も
共
に
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
更

に
こ
こ
で
「
宝
剣
飛
び
来
る
」
と
さ
れ
『
建
立
修
行
縁
起
』
に
お
い
て
高
野
山
の
地
中
よ
り
発
見
さ
れ
た
宝
剣
を
想
起

さ
せ
る
と
と
も
に
、
東
寺
の
賢
宝
撰
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
に
引
か
れ
る
『
阿
波
国
太
龍
嶽
縁
起

A
L
B

』
に
見
ら
れ
る
宝

剣
飛
来
記
事
へ
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
賢
宝
は
『
阿
波
国
太
龍
嶽
縁
起
』
の
記
事
に
は
疑
問
が
あ
る
と
し
て
お
り

A
M
B

、

そ
の
成
立
は
南
北
朝
期
頃
ま
で
下
が
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
大
師
を
幼
少
の
頃
よ
り
助
成
す
る
女
神
は
、
覚
鑁

の
伝
記
に
見
ら
れ
る
、
覚
鑁
を
衛
護
し
た
春
日
の
女
神
（
四
宮
の
姫
大
神
）
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
、
案
内
を
す
る
猟
師
は

高
野
の
地
を
案
内
す
る
南
山
の
犬
飼
（
狩
場
明
神
）
と
し
か
見
ら
れ
な
い
。
と
も
か
く
こ
の
『
打
聞
集
』
の
説
話
は
『
建

立
修
行
縁
起
』
の
高
野
山
発
見
説
話
と
よ
く
似
た
プ
ロ
ッ
ト
で
求
聞
持
法
修
行
の
場
所
を
語
る
、
ご
く
近
い
時
期
に
語

ら
れ
た
別
箇
の
説
話
と
し
て
注
目
で
き
よ
う
。

三
、
聖
賢
撰
『
高
野
大
師
御
広
伝
』

『
建
立
修
行
縁
起
』
の
後
、
醍
醐
寺
の
三
密
房
阿
闍
梨
聖
賢
（
一
〇
八
三
〜
一
一
四
七
）
撰
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
で
は

投
擲
三
鈷
の
話
に
関
し
て
は
『
行
状
集
記
』
を
引
き
、
た
だ
「
布
勢
海
宛
消
息
」
か
ら
寺
院
建
立
を
発
願
す
る
記
事
を

引
い
て

A
N
B

、大
同
元
年
八
月
。
本
郷
に
趣
く
船
を
泛
る
の
日
、
祈
請
し
て
誓
を
発
し
て
云
く
「
学
ぶ
所
の
教
法
秘
密
、
若
し
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感
応
の
地
有
ら
ば
、
我
が
斯
の
三
鈷
、
飛
び
到
り
て
点
着
せ
む
」
と
。
乃
ち
日
本
の
方
に
向
け
て
之
れ
を
拠
げ
揚

ぐ
る
に
、
遥
か
に
空
中
に
入
る
。
飛
帆
の
後
、
数
し
ば
漂
蕩
に
遇
ひ
一
願
を
発
し
て
云
く
「
帰
朝
の
日
、
必
ら
ず

諸
天
の
威
光
を
増
益
し
、
国
家
を
擁
護
し
、
衆
生
を
利
済
せ
む
が
為
に
一
の
禅
院
を
建
て
て
、
法
に
依
て
修
行
せ
む
。

願
は
く
は
善
神
護
念
し
て
早
く
本
岸
に
達
せ
し
め
ん
」
と
。
忽
ち
に
観
応
有
り
て
波
涛
漸
く
定
ま
る
。（
金
剛
峯
寺

は
其
の
願
に
依
り
て
建
立
す
る
所
な
り
）

と
見
ら
れ
、
寺
院
建
立
の
発
願
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
高
野
山
の
開
創
に
関
し
て
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
弘
法

大
師
を
案
内
す
る
文
、「
高
野
寺
縁
起
等
」・『
金
剛
峯
寺
雑
文
』
の
「
大
阿
闍
梨
云
」
の
文
、「
乞
入
定
処
表
」、「
紀
伊

国
司
太
政
官
符
并
国
符
案
」
を
並
べ
た
後
に

A
O
B

、

官
符
を
給
ふ
の
後
、
仁
祠
を
結
構
せ
む
が
為
に
樹
木
を
截
り
払
ふ
に
、
唐
土
に
於
て
投
げ
所ら
　

れ
し
三
鈷
、
樹
間

に
懸
る
。
弥
々
歓
喜
を
増
し
、
則
ち
機
縁
相
応
之
勝
境
た
る
こ
と
を
知
り
、
又
地
主
山
王
の
告
げ
る
所
の
空
し
か

ら
不
る
を
感
ず
。
誠
に
是
れ
三
会
之
暁
に
至
る
ま
で
、
密
蔵
を
滅
す
可
か
ら
不
る
の
地
な
る
耳
。
地
形
を
墜
り
夷

ぐ
る
に
、
土
中
よ
り
一
の
宝
剣
を
掘
り
出
す
。
長
さ
五
尺
、
広
さ
一
寸
八
分
。
又
前
仏
之
遊
処
、
伽
藍
之
旧
基
と

覚
る
也
。
勅
に
依
っ
て
叡
覧
に
備
ふ
。
然
る
間
、
不
慮
に
祟
り
を
成
す
。
卜
筮
の
奏
す
る
所
、
此
の
剣
に
当
れ
り
。

仍
て
銅
の
筒
に
入
れ
て
返
し
て
之
れ
を
安
置
す
。
是
れ
乃
ち
外
護
の
大
明
神
、
惜
し
み
奉
る
而
已
。
其
の
後
、
高

雄
の
旧
居
を
去
っ
て
彼
の
山
に
移
り
入
る
。
門
人
に
語
っ
て
云
く
「
吾
が
性
、
山
水
に
狎
れ
て
入
事
に
疎
か
な
り
。

亦
是
れ
浄
雲
の
人
な
り
。（
以
下
略
）
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と
あ
る
。『
建
立
修
行
縁
起
』
の
三
鈷
・
宝
剣
発
見
の
記
事
に
基
づ
く
が
「
三
会
之
暁
に
至
る
ま
で
、
密
蔵
を
滅
す
べ
か

ら
ざ
る
の
地
」
と
い
う
の
は
『
行
状
集
記
』
の
話
で
あ
る
。
ま
た
宝
剣
に
つ
い
て
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
に
は
見
え
な
か
っ

た
「
長
さ
五
尺
、
広
さ
一
寸
八
分
」
と
い
う
大
き
さ
を
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
「
吾
が
性
、
山
水
に
狎
れ
て
入
事
に
疎

か
な
り
。
云
々
」
の
文
を
、
大
師
が
門
人
に
語
る
の
は
『
御
遺
告
』
の
話
で
あ
り
、『
建
立
修
行
縁
起
』
で
は
明
神
が
大

師
に
告
げ
た
所
領
寄
進
の
言
葉
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
は
『
御
遺
告
』
に
も
直

接
に
拠
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
ま
た
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
で
は
、
こ
の
後
に
「
初
結
界
啓
白
文
」
な
ど
を
収
載
し

て
い
る
。

ま
た
金
剛
資
某
（
伝
兼
意
）
撰
『
弘
法
大
師
御
伝
』
は
、
武
内
氏
に
よ
れ
ば
、
作
者
不
詳
で
、
仁
平
二
（
一
一
五
二
）

年
の
成
立
と
さ
れ
る
。「
修
行
巡
礼
」
の
段
に
「
遺
文
」
と
し
て
『
三
教
指
帰
』「
序
」
の
求
聞
持
法
修
行
の
記
事
と
「
乞

入
定
処
表
」
を
引
き
、「
帰
朝
拠
杵
」
に
は
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
と
同
じ
く
『
行
状
集
記
』
を
引
く
。
ま
た
「
御
住
所
」

の
高
野
山
金
剛
峯
寺
に
は
「
高
野
四
至
啓
白
文
」
と
「
大
殿
の
消
息

A
P
B

」
を
載
せ
、「
高
野
付
嘱
の
事
」
に
は
『
建
立
修
行
縁
起
』

の
「
真
然
付
嘱
の
遺
告
」
を
載
せ
、
末
尾
の
「
雑
部
」
の
中
に
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
三
鈷
・
宝
剣
発
見
記
事
を
載
せ

る
。
投
擲
三
鈷
記
事
も
宝
剣
記
事
も
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
と
同
じ
で
あ
り
、
両
書
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
『
高

野
大
師
御
広
伝
』
も
『
弘
法
大
師
御
伝
』
も
、
基
本
的
に
は
共
に
『
行
状
集
記
』
や
『
建
立
修
行
縁
起
』
か
ら
の
引
用

で
あ
り
、
特
別
な
話
は
見
ら
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
時
代
は
下
が
る
が
、鎌
倉
時
代
の
東
大
寺
の
学
僧
尊
勝
院
宗
性（
一
二
〇
二
～
一
二
七
八
）の『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
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は
建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
の
成
立
で
、
そ
れ
以
前
に
著
さ
れ
て
き
た
高
僧
の
伝
記
か
ら
要
文
を
抜
き
書
き
し
て
集
め
た

も
の
で
あ
り
、日
本
に
お
け
る
高
僧
伝
と
し
て
は
思
託
（
〜
七
五
三
〜
七
七
〇
〜
）
撰
『
延
暦
僧
録
』
に
次
ぐ
も
の
と
な
る
が
、

『
延
暦
僧
録
』は
逸
文
し
か
知
ら
れ
な
い
の
で
、現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
日
本
最
初
の
高
僧
伝
と
い
え
る
。
こ
の
中
の「
空

海
伝

A
Q
B

」
は
、『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
で
は
「
弘
法
大
師
伝
要
文
抄
」
と
称
し
て
い
る
が
、長
谷
宝
秀
氏
に
よ
れ
ば
聖
賢
の
『
高

野
大
師
御
広
伝
』
か
ら
抄
出
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
高
野
山
開
創
の
話
も
同
じ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
前
に

引
く
「
紀
伊
国
司
太
政
官
符
并
国
符
案
」
の
終
わ
り
の
参
議
従
三
位
左
大
辨
秋
篠
朝
臣
安
人
と
左
少
史
正
七
位
上
村
主

豊
田
麻
呂
の
署
名
か
ら
「
又
云
く
」
と
し
て
引
用
し
て
お
り
、そ
の
為
に
、こ
の
二
人
が
「
官
符
を
給
わ
っ
た
後
」
に
「
仁

祠
を
結
構
せ
む
が
為
に
樹
木
を
截
り
払
っ
た
」
か
の
よ
う
に
読
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

四
、「
高
野
寺
縁
起
」
と
『
金
剛
峯
寺
雑
文
』

寛
弘
元
年
官
符
「
雑
事
二
箇
条
」
を
載
せ
る
「
高
野
寺
縁
起
」
で
あ
る
が
、
醍
醐
寺
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
に
は
、
そ

の
他
の
寺
院
の
縁
起
と
共
に
「
高
野
寺
縁
起
」
の
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
校
刊
美
術
史
料　

寺
院
編
』
上
巻
に

収
載
さ
れ
る
醍
醐
寺
本
『
諸
寺
縁
起
集

A
R
B

』
は
建
永
二
（
一
二
〇
七
）
年
七
月
に
弁
豪
の
書
写
し
た
本
で
あ
る
。
内
容
は
全

体
で
二
十
種
の
寺
院
縁
起
の
類
を
集
成
し
て
お
り
、
高
野
山
の
縁
起
に
つ
い
て
は
「（
十
二
）
高
野
寺
縁
起
等

A
S
B

」
と
し
て

い
る
。
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初
め
に
「
大
阿
闍
梨
云
。
以
真
然
僧
正
手
書
写
取
之
」
と
さ
れ
る
一
文
が
あ
り
、
次
い
で
「
可
以
金
剛
峯
寺
吾
入
室

一
門
弟
子
中
相
承
領
知
之
事
」「
高
野
建
立
初
結
界
時
啓
白
文
」「
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
寺
鐘
知
識
文
」「
弘
法
大
師
略
記
」

「
雑
事
二
箇
条
」「
応
奉
写
秘
密
蔵
法
文
（
勧
縁
疏
）」
を
内
容
と
す
る
。「
高
野
寺
縁
起
等
」
の
「
等
」
は
、
特
に
高
野
山

と
は
無
関
係
な
『
勧
縁
疏
』
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
で
『
金
剛
峯
寺
雑
文

A
T
B

』
は
、
初
め
に
「
建
立
後
仏
堂
前
草
不
生
云
々
」
の
文
、
次
い
で
「
思
出
往
願
擬
建
立
高

野
山　

次
第
不
同
」
と
し
て
「
布
勢
海
宛
消
息
」・「
乞
入
定
処
表
」・『
御
手
印
縁
起
』・「
金
剛
峯
寺
鐘
知
識
文
」・「
紀

伊
国
伊
都
郡
高
野
寺
鐘
知
識
文
」・「
高
野
山
建
立
壇
場
結
界
啓
白
文
」・『
遺
告
真
然
大
徳
等
』
の
高
野
山
開
創
部
分
・「
高

野
寺
修
理
事
」・「
可
試
度
宗
家
年
分
事
」・「
高
野
山
万
灯
会
願
文
」・「
勧
進
金
剛
峯
寺
仏
塔
両
界
曼
荼
羅
知
識
文
」・『
金

剛
峰
寺
建
立
修
行
縁
起
』、
そ
し
て
「
金
剛
峯
寺
契
定
第
三
」
と
し
て
「
伝
法
二
会
式
目
」・「
建
立
金
剛
峯
寺
最
初
勧
請

鎮
守
啓
白
文
」・「
堅
師
記
」・「
高
野
宝
塔
供
養
願
文
」・「
大
阿
闍
梨
云
」・『
建
立
修
行
縁
起
』
の
中
の
「
真
然
付
嘱
の
遺
告
」・

太
政
官
符
「
応
試
度
真
言
宗
年
分
度
者
学
業
并
定
得
度
日
処
事
」・
太
政
官
符
「
応
増
加
真
言
宗
年
分
度
者
三
人
事
」・

玄
蕃
寮
牒
「
応
令
阿
闍
梨
及
証
師
専
一
試
度
真
言
宗
年
分
度
三
人
事
」・
太
政
官
符
寛
弘
元
年
「
紀
伊
国
司
雑
事
二
箇
条
」・

寛
弘
三
年「
大
塔
再
興
造
立
奏
上
」・
太
政
官
符「
応
宛
修
理
金
剛
峯
寺
毘
盧
遮
那
宝
塔
料
正
税
稻
千
束
事
」・
長
久
三
年「
仏

具
施
入
状
」・
寛
弘
五
年
「
金
剛
寺
帖　

伊
都
那
賀
有
多
三
箇
郡
司
等
」・
応
徳
三
年
「
奉
為
先
師
入
道
親
王
於
高
野
山

建
立
潅
頂
堂
供
養
願
文
」・
寛
治
五
年
「
禅
定
院
願
文
」・
康
和
五
年
「
高
野
御
塔
供
養
」・「
高
野
山
参
詣
記
」（
中
に
「
大

殿
消
息
」
を
含
む
）・「
我
昔
遇
薩
埵
偈
」、
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
を
見
る
と
「
高
野
寺
縁
起
等
」
に
比
べ
て
『
金
剛
峯
寺
雑
文
』
は
収
集
し
て
い
る
史
資
料
が
多
く
、
ま
た
院
政

期
に
ま
で
渉
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
中
で
「
大
阿
闍
梨
云
」・「
可
以
金
剛
峯
寺
吾
入
室
一
門
弟
子
中
相
承
領

知
之
事
」・「
高
野
建
立
初
結
界
時
啓
白
文
」・「
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
寺
鐘
知
識
文
」
が
重
な
っ
て
い
る
。「
可
以
金
剛
峯

寺
吾
入
室
一
門
弟
子
中
相
承
領
知
之
事
」
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
中
の
「
真
然
付
嘱
の
遺
告
」
で
あ
る
が
、『
金
剛
峯

寺
雑
文
』
で
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
と
は
別
に
こ
れ
を
載
せ
て
お
り
、『
建
立
修
行
縁
起
』
以
前
の
成
立
の
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
高
野
寺
縁
起
等
」
が
『
建
立
修
行
縁
起
』
を
知
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
『
金
剛
峯

寺
雑
文
』
も
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
の
年
記
を
持
ち
、
こ
れ
が
最
後
の
「
我
昔
遇
薩
埵
偈
」
の
み
に
掛
か
る
本
奥
書
で

あ
る
の
か
、『
金
剛
峯
寺
雑
文
』
全
体
の
書
写
奥
書
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
収
録
さ
れ
る
資
料
は
、
偽
文
書
を
含

め
て
そ
れ
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
、
全
体
を
院
政
期
前
半
（
白
河
院
政
期
）
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た

「
高
野
寺
縁
起
等
」
も
「
弘
法
大
師
略
記
」
の
中
に
正
暦
五
（
九
九
四
）
年
の
堂
塔
焼
亡
と
延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
の
年

記
が
見
ら
れ
る
が
、
延
久
四
年
は
『
高
野
春
秋
編
年
輯
録

A
U
B

』
に
よ
れ
ば
、
大
御
室
性
信
法
親
王
（
一
〇
〇
五
〜
一
〇
八
五
）

が
庵
室
を
奧
院
の
側
に
結
構
し
、
中
院
御
房
明
算
（
一
〇
二
一
〜
一
一
〇
六
）
が
小
野
僧
都
成
尊
（
一
〇
一
二
〜
一
〇
七
四
）

よ
り
灌
頂
を
受
法
し
て
帰
山
し
た
年
と
さ
れ
る
。
こ
れ
で
は
延
久
四
年
を
記
録
す
る
意
味
が
不
明
で
あ
る
が
「
高
野
寺

縁
起
」
成
立
の
上
限
を
示
す
と
は
い
え
よ
う
。
ま
た
「
高
野
建
立
初
結
界
時
啓
白
文
」「
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
寺
鐘
知
識

文
」
と
『
勧
縁
疏
』
は
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔
』
巻
第
九
に
並
ん
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
に
よ
っ
て
『
勧
縁
疏
』

が
収
録
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
の
上
限
は
済
暹
が
『
補
闕
鈔
』
を
収
集
・
編
纂
し
た
承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
以
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降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
し
偽
文
書
と
さ
れ
る
「
高
野
四
至
啓
白
文
」
を
収
録
し
て
い
な
い
の
は
『
補
闕
鈔
』

を
見
て
い
な
か
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
収
録
さ
れ
た
資
料
も
、
こ
れ
を
下
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
は

見
ら
れ
な
い
の
で
、
や
は
り
院
政
期
初
頭
の
成
立
と
し
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
「
高
野
寺
縁
起
等
」
と
『
金
剛
峯
寺
雑
文
』
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
「
大
阿
闍
梨
云
」
の
一
文
で
あ
る
が
「
高

野
寺
縁
起
等
」
で
は
「
大
阿
闍
梨
曰
」
の
後
に
「
真
然
僧
正
の
手
書
を
以
て
之
れ
を
写
し
取
る
」
と
い
う
一
文
が
加
え

ら
れ
て
お
り
、『
弘
法
大
師
諸
弟
子
全
集
』
巻
中
に
は
真
然
僧
正
記
の
『
高
野
建
立
由
来
記

A
V
B

』
と
し
て
収
録
さ
れ
る
が
、

編
者
で
あ
る
長
谷
宝
秀
氏
は
『
金
剛
峯
寺
雑
文
』
に
よ
っ
て
上
げ
た
と
さ
れ
、「
高
野
建
立
由
来
記
」
と
い
う
題
は
長
谷

氏
の
名
づ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な
開
創
説
話
を
語
る
。

高
野
建
立
は
弘
仁
年
中
な
り
。始
め
大
僧
正
、伽
藍
を
建
立
す
る
処
を
問
ふ
。時
に
丸
大
夫
有
り
。紀
国
の
人
な
り
。

是
れ
即
ち
円
明
律
師
の
尊
父
な
り
。
以
て
大
僧
正
に
聞
か
せ
る
に
「
紀
伊
の
国
伊
土
郡
に
於
て
深
く
南
山
に
入
る

に
幽
仙
の
地
有
り
。
其
の
広
博
な
る
こ
と
無
量
な
り
」
と
。
茲
に
於
て
大
和
尚
、甚
だ
感
悦
し
て
信
叡
法
師
を
差
し
、

使
と
為
し
て
其
を
臨
見
せ
し
む
。
即
ち
信
叡
法
師
、
還
り
来
た
り
て
言
は
く
「
実
に
其
の
地
、
広
大
無
辺
に
し
て
、

其
の
中
に
国
郡
を
建
て
る
可
し
」
と
。
大
師
、
重
ね
て
大
軌
（
徳
カ
）
実
慧
を
差
す
。
明
ら
か
に
其
の
地
を
見
、
并

び
に
相
を
取
る
時
、両
僧
還
り
来
た
り
て
言
は
く
「
甚
だ
吉
祥
の
相
有
り
。
是
れ
秘
教
相
応
の
地
な
り
」
と
。
大
師
、

益
々
感
悦
し
、
自
ら
其
の
地
に
臨
み
、
伽
藍
を
建
立
す
。
其
の
時
、
弘
仁
年
中
な
り
。
先
づ
金
堂
を
造
り
、
後
に

宝
塔
を
構
ふ
（
未
だ
構
造
し
了
ら
ず
。
後
々
師
成
功
す
）。（
以
下
略
）
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高
野
山
開
創
に
あ
た
り
、弘
法
大
師
が
伽
藍
建
立
の
地
を
探
し
て
い
る
と
、円
明
律
師
の
尊
父
で
あ
る
紀
伊
の
国
の
人
、

良
豊
田
丸
大
夫

A
W
B

な
る
人
物
か
ら
紀
伊
国
伊
都
郡
の
南
山
の
地
を
教
え
ら
れ
、
弟
子
の
信
叡
法
師
・
実
慧
な
ど
を
派
遣
し

て
そ
の
地
を
見
さ
せ
た
、と
い
う
。
こ
の
話
に
つ
い
て
は
先
稿
で
も
取
り
上
げ
た
が「
紀
伊
国
司
太
政
官
符
并
国
符
案
」は
、

『
太
政
官
符
案
并
遺
告
』『
御
手
印
縁
起
』
に
載
せ
る
紀
伊
国
の
国
司
藤
原
文
山
に
下
さ
れ
た
高
野
山
を
空
海
に
賜
る
太
政

官
符

A
X
B

で
あ
り
、
参
議
従
三
位
秋
篠
安
人
と
共
に
左
少
史
正
七
位
上
上
村
主
豊
田
麿
が
署
名
し
て
い
る
。
左
少
史
は
太
政
官

の
中
で
官
符
な
ど
の
文
案
を
作
成
す
る
役
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
官
符
の
文
章
を
作
成
し
た
の
が
上
村
主
豊
田
麿
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
「
大
阿
闍
梨
云
」
の
一
文
に
見
ら
れ
る
良
豊
田
丸
太
夫
は
、
官
符
を
作
成
し
た
太
政
官
の
役

人
（
と
さ
れ
た
人
物
）
の
名
前
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
豊
田
丸
」
の
「
丸
」
は
「
麿
」
を
写
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
新
撰
姓
氏
録

A
Y
B

』
に
よ
れ
ば
「
上
村
主
」
姓
は
広
階
連
と
同
祖
と
さ
れ
、
魏
の
武
帝
の
男
で
あ
る
陳

思
王
の
裔
と
さ
れ
る
帰
化
人
系
統
の
一
族
で
あ
る
が「
上
」姓
と
も
称
さ
れ
る
。『
続
日
本
紀
』に
よ
れ
ば
持
統
天
皇（
六
四
五

〜
七
〇
二
）
の
時
代
に
大
学
博
士
で
あ
っ
た
上
村
主
百
済
は
、
大
宝
四
（
七
〇
四
、
改
元
し
て
慶
雲
元
）
年
に
阿
刀
姓
を
賜
っ

て
い
る

A
Z
B

。
と
も
か
く
上
村
主
姓
の
者
が
文
官
と
な
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
無
い
が
、
豊
田
麿
に
つ
い
て
は
他
に
検
索
で

き
て
い
な
い
。
ま
た
「
良
」
姓
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
そ
の
地
（
高
野
）
を
見
分
さ
せ
る
た
め
に
信
叡
法
師
と
実
慧

大
徳
を
差
し
遣
わ
し
た
、
と
い
う
の
は
、
空
海
が
紀
伊
国
の
有
力
者
某
（
丹
生
祝
家
カ
）
に
対
し
て
送
っ
た
「
泰
範
実
慧

派
遣
消
息
」
に
拠
る
も
の
か
。
た
だ
し
こ
の
信
叡
法
師
に
つ
い
て
も
、
ど
う
い
う
人
物
か
検
索
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
「
大
阿
闍
梨
云
」
の
高
野
山
開
創
説
話
は
「
紀
伊
国
司
太
政
官
符
并
国
符
案
」
と
共
に
、
聖
賢
（
一
〇
八
三
〜



―20―

一
一
四
七
）
の
『
高
野
大
師
御
広
伝

A
[
B

』
に
引
用
さ
れ
、
そ
の
後
『
弘
法
大
師
行
化
記
裏
書
』
や
『
行
化
記
』
の
異
本
と
さ

れ
る
作
者
不
詳
の
『
弘
法
大
師
御
伝
』、
賢
宝
の
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』、
江
戸
期
に
な
っ
て
か
ら
得
仁
上
綱
の
『
弘

法
大
師
年
譜
』、
作
者
不
明
の
『
高
野
大
師
行
化
雑
集
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
に
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
は
で

き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
良
豊
田
丸
太
夫
の
子
と
さ
れ
る
円
明
律
師
（
〜
八
五
一
）
は
空
海
の
十
大
弟
子
の
一
と
さ
れ
る
東
大
寺
僧
で
あ
り
、

嘉
祥
三
（
八
五
〇
）
年
七
月
に
権
律
師
、同
年
十
二
月
に
転
正
（
律
師
）
と
な
り
、翌
仁
寿
元
（
八
五
一
）
年
に
没
し
て
い
る
。

空
海
滅
後
の
承
和
四
（
八
三
七
）
年
正
月
九
日
付
け
で
、
実
慧
等
が
大
唐
青
竜
寺
の
恵
果
和
尚
墓
前
へ
送
っ
た
「
円
行
の

入
唐
に
託
し
て
青
竜
寺
に
寄
せ
る
書
」
に
「
伝
灯
大
法
師　

円
明
」
と
署
名
を
し
て
い
る

A
\
B

（
承
和
三
年
五
月
五
日
付
け
「
真

済
真
然
の
入
唐
に
託
し
て
大
師
の
示
寂
を
青
竜
和
尚
の
墓
前
に
報
じ
、兼
ね
て
諸
々
の
同
法
侶
に
示
す
書
」
が
偽
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、

以
前
に
述
べ
た

A
]
B

）。
ま
た
三
浦
章
夫
編
『
弘
法
大
師
伝
記
集
覽

A
^
B

』
に
よ
れ
ば
、『
弘
法
大
師
弟
子
譜
』
に
「
氏
族
生
来
、
聞

く
所
無
し
。
史
録
を
考
え
、
遺
を
拾
ふ
に
、
初
め
南
都
に
三
論
を
学
ぶ
が
如
し
。
後
に
大
師
に
承
事
し
て
密
教
を
受
け
、

天
長
の
初
め
に
東
寺
の
入
寺
と
作
る
。
云
々
」
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
「
東
寺
真
言
八
祖
血
脈
略
抄
」
に
は
「
良
豊
田

丸
太
夫
の
子
」
と
し
て
い
る
。

五
、『
今
昔
物
語
』
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『
今
昔
物
語
』
は
成
立
時
期
が
不
明
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
十
二
世
紀
頃
の
成
立
と
も
さ
れ
る
。『
今
昔
物
語
』
の
材
料

と
さ
れ
る
『
注
好
選

A
_
B

』
の
成
立
が
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
と
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
十
二
世
紀
前
半
か
。

こ
の
中
の
弘
法
大
師
説
話
に
お
け
る
投
擲
三
鈷
の
話
は
「
弘
法
大
師
、
宋
（
唐
）
に
渡
り
て
真
言
教
を
伝
へ
て
帰
り
来
た

れ
る
語
第
九

A
`
B

」
の
中
に
語
ら
れ
る
。

亦
、
和
尚
、
本
郷
に
返
る
日
、
高
き
岸
に
立
て
祈
請
し
て
云
く
「
我
が
伝
へ
学
べ
る
所
の
秘
蜜
の
教
、
流
布
相

応
し
て
、
弥
勒
の
出
世
ま
で
持
つ
可
き
地
有
ら
む
。
其
の
所
に
落
つ
可
し
」
と
云
ひ
て
、
三
鈷
を
以
て
日
本
の
方

に
向
ひ
て
擲
る
に
、
三
鈷
、
遥
か
に
飛
び
て
雲
の
中
に
入
り
ぬ
。

こ
こ
で
は
高
野
山
を
「
弥
勒
の
出
世
ま
で
真
言
教
を
た
も
つ
べ
き
地
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
弘
法
大
師
入
定
信
仰

に
拠
る
書
き
加
え
と
い
え
よ
う
。
更
に
「
弘
法
大
師
始
建
立
高
野
山
語
第
二
十
五

A
a
B

」
に
高
野
山
の
開
創
が
語
ら
れ
、

今
は
昔
、引
法
大
師
、真
言
の
教
を
諸
々
の
所
に
弘
め
置
き
給
て
、年
漸
く
老
に
臨
み
給
ふ
程
に
、数
々
の
弟
子
に
、

皆
、
所
々
の
寺
々
を
譲
り
給
ひ
て
後
「
我
が
唐
に
し
て
擲
げ
し
所
の
三
鈷
、
落
ち
た
ら
む
所
を
尋
ね
む
」
と
思
し

て
、
弘
仁
七
年
と
云
ふ
年
の
六
月
に
、
王
城
を
出
で
て
尋
ぬ
る
に
、
大
和
の
国
、
宇
智
の
郡
に
至
り
て
一
人
の
猟

の
人
に
会
ひ
ぬ
。
其
の
形
、
面
赤
く
し
て
、
長
八
尺
計
り
也
、
青
き
色
の
小
袖
を
着
せ
り
。
骨
高
く
、
筋
太
し
。

弓
箭
を
以
て
身
に
帯
せ
り
。
大
小
二
の
黒
き
犬
を
具
せ
り
。
即
ち
此
の
人
、
大
師
を
見
て
過
ぎ
通
る
に
、
云
く
「
何

ぞ
の
聖
人
の
行
き
給
ふ
ぞ
」
と
。
大
師
の
宣
は
く
「
我
れ
、
唐
に
し
て
三
鈷
を
擲
げ
て
、
禅
定
の
霊
穴
に
落
ち
よ
、

と
誓
ひ
き
。
今
、
其
の
所
を
求
め
行
く
也
」
と
。
猟
者
の
云
く
「
我
れ
は
是
れ
、
南
山
の
犬
飼
な
り
。
我
れ
、
其
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の
所
を
知
れ
り
、
速
か
に
教
へ
奉
る
可
し
」
と
云
ひ
て
、
犬
を
放
ち
て
走
ら
令
め
る
間
、
犬
失
せ
ぬ
。
大
師
、
其

れ
よ
り
紀
伊
の
国
の
堺
の
大
河
の
辺
に
宿
し
ぬ
。
此
に
一
人
の
山
人
に
会
ひ
ぬ
。
大
師
、此
の
事
を
問
ひ
給
ふ
に「
此

れ
よ
り
南
に
平
原
の
沢
有
り
。
是
れ
、
其
の
所
な
り
」
と
。
明
く
る
朝
に
、
山
人
、
大
師
に
相
ひ
具
し
て
行
く
間
、

密
か
に
語
り
て
云
く
「
我
れ
、
此
の
山
の
王
也
、
速
か
に
此
の
領
地
を
奉
る
可
し
」
と
。
山
の
中
に
百
町
計
り
入

り
ぬ
。
山
の
中
は
直
し
く
鉢
を
臥
せ
た
る
如
く
に
て
、廻
り
に
峯
八
つ
立
て
登
れ
り
、桧
の
云
は
む
方
无
く
大
な
る
、

竹
の
樣
に
て
生
ひ
並
び
た
り
。
其
の
中
に
一
の
桧
の
中
に
大
な
る
竹
胯
有
り
、
此
の
三
鈷
、
打
ち
立
て
被
れ
た
り
。

是
れ
を
見
る
に
、
喜
び
悲
し
ぶ
事
、
限
り
無
し
。「
是
れ
、
禅
定
の
霊
崛
也
」
と
知
り
ぬ
。「
此
の
山
人
は
誰
人
ぞ
」

と
問
ひ
給
へ
ば
「
丹
生
の
明
神
と
な
む
申
す
」。
今
の
天
野
の
宮
、是
れ
也
。「
犬
飼
を
ば
高
野
の
明
神
と
な
む
申
す
」

と
云
ひ
て
失
せ
ぬ
。

と
あ
る
。
基
本
的
に
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
こ
そ
こ
に
小
異
が
あ
る
。『
今
昔
物
語
』
で
は
、
弘

法
大
師
は
唐
か
ら
擲
げ
た
「
三
鈷
の
落
ち
た
所
」
を
探
そ
う
と
し
て
弘
仁
七
年
六
月
に
王
城
を
出
た
、
と
さ
れ
る
。『
建

立
修
行
縁
起
』
で
は
「
禅
定
の
霊
窟
」
を
探
す
た
め
で
あ
っ
た
が
、
三
鈷
杵
探
索
が
主
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
弘
仁
七

年
は
空
海
が
四
十
三
歳
で
あ
り
、
ま
だ
造
東
寺
司
（
東
寺
僧
別
当
・
東
寺
長
者
）
に
も
な
っ
て
い
な
い
が
、『
今
昔
物
語
』

で
は
「
年
漸
く
老
に
臨
み
給
ふ
程
に
、
数
々
の
弟
子
に
、
皆
、
所
々
の
寺
々
を
譲
り
給
ひ
て
後
」
と
さ
れ
て
い
る
。
空

海
の
年
齢
に
関
す
る
意
識
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
ま
た
南
山
の
犬
飼
と
出
会
っ
た
弘
法
大
師
と

の
会
話
に
お
い
て
『
建
立
修
行
縁
起
』
で
は
「
則
ち
和
尚
の
過
ぎ
通
る
を
見
て
、
不
審
を
問
ふ
。
和
尚
、
踟
蹰
し
て
（
ぐ
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ず
ぐ
ず
し
な
が
ら
）
子
細
を
問
訊
し
た
ま
ふ
」
と
の
み
あ
っ
た
所
が
「
即
ち
此
の
人
、大
師
を
見
て
過
ぎ
通
る
に
、云
く
『
何

ぞ
の
聖
人
の
行
き
給
ふ
ぞ
』
と
。
大
師
の
宣
は
く
『
我
れ
、
唐
に
し
て
三
鈷
を
擲
げ
て
、
禅
定
の
霊
穴
に
落
ち
よ
、
と

誓
ひ
き
。
今
、
其
の
所
を
求
め
行
く
也
』
と
」
と
あ
っ
て
、
よ
り
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
紀
伊
の
国
の
堺
の
大
河

の
辺
で
出
会
っ
た
山
人
姿
の
山
王
が
大
師
を
案
内
す
る
間
に
、「
山
に
は
桧
が
竹
の
よ
う
に
並
び
生
え
、
そ
の
中
の
一
つ

の
桧
に
大
な
る
竹
の
胯
（
股
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
三
鈷
杵
が
打
ち
立
っ
て
い
て
、
禅
定
の
霊
窟
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」

と
語
っ
た
と
す
る
。
ま
た
こ
の
山
人
（
山
王
）
が
「
丹
生
の
明
神
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
女
神
で
あ
る
丹
生
津
姫
の
姿
が
見

ら
れ
な
い
の
と
、
南
山
の
犬
飼
が
高
野
明
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
』
は
広
く
一
般
衆
庶
に
広
ま
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
高
野
山
開
創
説
話
に
つ
い
て
は
、『
建
立
修
行
縁
起
』
や
後
の
「
弘
法
大
師
行
状
図
画
」
な
ど
の
絵
伝
類

の
説
話
が
広
ま
っ
て
お
り
、『
今
昔
物
語
』
の
話
が
定
着
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

六
、
湯
河
原
玄
円
菩
薩
の
『
日
本
神
仙
記
』

藤
原
敦
光（
一
〇
六
三
〜
一
一
四
四
）撰『
大
師
行
化
記
』は『
金
剛
峰
寺
建
立
修
行
縁
起
』か
ら
投
擲
三
鈷
の
記
事
を
引
き
、

合
わ
せ
て

A
b
B

、
神
仙
記
に
云
く
、
大
師
、
唐
朝
に
於
て
一
鈴
杵
を
投
げ
、
本
朝
の
勝
地
を
卜
う
。
一
は
東
寺
に
墜
ち
、
一
は
紀

伊
国
高
野
山
へ
落
ち
、
一
は
土
佐
国
室
生
戸
山
へ
落
つ
。
帰
朝
の
後
、
相
ひ
尋
ね
て
、
皆
仏
法
を
弘
む
。
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と
い
う
文
を
引
く
。
こ
の
「
神
仙
記
」
は
、
後
の
諸
弘
法
大
師
伝
に
逸
文
が
引
用
さ
れ
る
湯
河
原
玄
円
菩
薩
の
作
と
い

う
『
日
本
神
仙
記
』
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
三
鈷
杵
を
三
つ
の
金
剛
杵
と
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
た
だ
本
文
で
は
、
投

げ
た
の
は
「
一
鈴
杵
」
と
さ
れ
る
。
他
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
な
話
で
あ
る
。『
日
本
神
仙
記
』
は
、
撰
述
年
代
は
不
明

で
あ
る
が
、『
大
師
行
化
記
』
の
他
『
行
化
記
』
裏
書
、
寛
信
法
務
（
一
〇
八
四
〜
一
一
五
三
）
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
東

要
記
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
理
明
房
興
然
（
一
一
二
一
～
一
二
〇
三
）
の
『
五
十
巻
鈔
』
に
は
、
心
覚
阿
闍

梨
（
一
一
一
七
～
一
一
八
〇
）
の
云
く
と
し
て
、
済
暹
（
一
〇
二
五
～
一
一
一
五
）
の
記
で
あ
る
『
済
暹
僧
都
記
』
に
引
か

れ
る
と
さ
れ
る

A
c
B

（
同
じ
記
事
が
賢
宝
〈
一
三
三
三
〜
一
三
九
八
〉
の
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
に
も
見
ら
れ
、
こ
こ
で
は
『
済
暹
僧

都
抄
』
と
さ
れ
る
）。
た
だ
し
現
在
知
ら
れ
て
い
る
済
暹
の
著
作
に
は
『
日
本
神
仙
記
』
の
引
用
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
『
済
暹
僧
都
記
（
抄
）』
へ
の
引
用
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
は
十
一
世
紀
前
半
ま
で
遡
り
得
る
。
若
し
そ

う
で
あ
れ
ば
、仁
海
撰
『
秘
密
家
宗
体
要
文
』
の
帰
朝
の
海
上
に
お
い
て
悪
竜
降
伏
し
た
三
鈷
杵
の
話
か
ら
、『
行
状
集
記
』

『
建
立
修
行
縁
起
』
の
投
擲
三
鈷
の
話
へ
至
る
間
に
、
特
異
な
話
が
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
湯
河
原
と
い

え
ば
相
模
国
（
神
奈
川
県
）
の
湯
河
原
で
あ
ろ
う
。
京
都
か
ら
離
れ
た
東
国
の
在
地
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、

『
日
本
神
仙
記
』
の
特
異
性
も
納
得
さ
れ
よ
う
か
。
ま
た
『
東
要
記
』
に
は
投
擲
三
鈷
の
話
は
引
か
れ
て
い
な
い
。

七
、
絵
伝
類
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武
内
孝
善
氏
に
よ
れ
ば
、
弘
法
大
師
絵
伝
（
絵
巻
）
に
は
五
系
統
が
あ
り

A
d
B

、

⑴
十
巻
本
『
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
（
秘
密
縁
起
）』

⑵
六
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』（
地
蔵
院
本
）

⑶
十
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』（
元
応
本
）

⑷
十
二
巻
本
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』（
東
寺
本
）

⑸
版
本
十
巻
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

⑴
十
巻
本
『
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
』
系
統
は
、
安
楽
寿
院
本
が
唯
一
の
完
本
と
さ
れ
、
他
に
残
簡
本
が
二
本
が
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
智
積
院
に
も
転
写
本
が
伝
存
す
る
（
書
写
は
新
し
い
よ
う
で
あ
る
）。
梅
津
次
郎
氏

A
e
B

に
よ
れ
ば
、
絵
伝

類
の
中
で
最
も
古
い
の
は
『
秘
密
縁
起
』
で
あ
り
、そ
の
原
本
は
、嘉
禎
元
（
一
二
三
五
）
年
か
ら
弘
安
八
（
一
二
八
五
）

年
の
間
頃
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

⑵
六
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
系
統
の
伝
本
は
、
高
野
山
地
蔵
院
旧
蔵
本
の
み
で
あ
る
と
い
う
。
昭
和
六
十
三

（
一
九
八
八
）
年
の
地
蔵
院
の
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
が
、複
製
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
二
説
が
あ
り
、
梅
津
氏
に
よ
れ
ば
文
永
九
（
一
二
七
二
）
年
前
後
、
宮
次
男
氏

A
f
B

に
よ
れ
ば
建

長
（
一
二
四
九
〜
一
二
五
六
）
頃
の
成
立
と
い
う
。
武
内
氏
は
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
十
三
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
掛

け
て
の
成
立
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、『
秘
密
縁
起
』
と
共
に
、
こ
の
時
代
の
絵
巻
作
成
の
気
運
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
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と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑶
十
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
系
統
は
、
最
も
伝
本
が
多
く
、
広
く
流
布
し
た
系
統
で
あ
り
、
原
本
の
成
立
が

元
応
年
間（
一
三
一
九
〜
一
三
二
一
）と
さ
れ
る
所
か
ら「
元
応
本
」と
称
さ
れ
る
と
い
う
。
六
巻
本
と
の
重
複
が
多
く
、

重
複
す
る
章
段
の
詞
書
き
が
殆
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
谷
宝
秀
師
は
こ
の
十
巻
本
（
元
応
本
）
か
ら
六
巻
本

が
略
出
さ
れ
た
と
さ
れ
た
が
、
今
は
六
巻
本
か
ら
増
補
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

⑷
十
二
巻
本
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
は
、空
海
生
誕
六
百
年
に
当
た
る
応
安
七
（
一
三
七
四
）
年
か
ら
康
暦
元
（
一
三
七
九
）

年
に
か
け
て
東
寺
で
作
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
詞
書
き
に
は
東
寺
の
三
宝
の
一
と
さ
れ
る
観
智
院
賢
宝
（
一
三
三
三

〜
一
三
九
八
）
の
力
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
賢
宝
に
は
応
安
七
年
成
立
の
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
が
あ
り
、
先
行

す
る
諸
空
海
（
弘
法
大
師
）
伝
を
引
き
な
が
ら
、
そ
の
記
事
の
真
偽
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
撰
述
は
本
絵
巻
の

詞
書
き
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

⑸
版
本
十
巻
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
は
近
世
に
な
っ
て
か
ら
の
成
立
と
さ
れ
、
元
応
本
を
基
に
『
秘
密
縁
起
』
を

参
照
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
出
版
で
あ
り
、
衆
庶
の
間
に
最
も
広
く
流
布
し
た
も
の
と
い

え
よ
う
。
説
話
的
弘
法
大
師
伝
を
一
般
に
弘
め
た
の
は
、
こ
の
版
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
今
取
り
上
げ
て
い
る
高
野
山
開
創
説
話
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
元
応
本
・
版
本
の
話
が
広
ま
っ
て
い

る
と
も
い
え
な
い
。
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⑴
『
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
』

先
ず
『
秘
密
縁
起
』
の
投
擲
三
鈷
の
話
で
は
、
唐
の
明
州
の
津
と
い
う
所
に
船
を
浮
か
べ
て
、
帰
朝
し
よ
う
と
し
た

時
に
三
鈷
杵
を
投
げ
た
と
さ
れ
る
。

元
和
元
年
。
日
本
の
大
同
元
年
に
当
る
。
八
月
に
大
師
、
明
州
の
津
と
云
ふ
所
に
て
、
船
を
う
か
べ
つ
つ
帰
朝

せ
ん
と
し
給
ひ
し
時
、
ふ
か
く
誓
願
を
発
し
て
祈
念
し
て
い
は
く
「
我
が
習
ふ
所
の
密
教
、
流
布
相
応
の
勝
地
あ

ら
ば
、
此
の
三
鈷
、
先
に
い
た
り
て
点
ず
べ
し
」
と
い
ひ
て
、
日
本
国
に
向
て
三
鈷
を
投
げ
あ
ぐ
る
に
、
遙
に
と

び
て
雲
中
に
入
ぬ
。
い
た
ら
ん
所
は
し
ら
ね
ど
も
、
願
力
の
空
し
か
ら
ざ
る
事
を
顕
せ
り
。
親
り
是
れ
を
見
る
人
、

感
ぜ
ざ
る
は
な
し
。
昔
、淮
南
の
犬
た
ち
ま
ち
に
天
に
の
ぼ
り
し
。
一
旦
の
仙
術
、何
の
益
か
あ
る
。
今
の
金
剛
杵
、

は
る
か
に
雲
に
と
ぶ
。
三
密
の
加
持
、
仰
ぐ
べ
し
、
信
ず
べ
き
な
り
。

殆
ど
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
漢
文
を
和
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
淮
南
の
犬
の
話
を
加
え
て
、
真
言
密
教

の
三
密
加
持
の
力
を
讃
嘆
し
て
い
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
高
野
尋
入
」
段
も
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
和
文
化
で
あ
る
が
、

弘
仁
七
年
の
夏
、
大
師
、
城
外
に
出
て
畿
内
を
修
行
し
つ
つ
、
伽
藍
建
立
す
べ
き
所
を
求
め
給
ふ
に
、
大
和
国

宇
智
郡
と
云
ふ
所
に
て
一
人
の
猟
者
に
行
き
逢
ひ
ぬ
。
其
の
形
よ
の
つ
ね
の
人
に
こ
と
な
り
、
長
八
尺
に
も
あ
ま

り
た
ら
ん
と
お
ぼ
し
き
が
、
骨
た
か
く
、
筋
ふ
と
く
し
て
、
其
の
色
あ
か
し
。
青
色
の
衣
を
き
て
、
弓
箭
を
帯
び

た
り
。
又
黒
白
の
犬
を
二
疋
具
せ
り
。
大
師
、
此
の
猟
者
に
の
給
ひ
け
る
は
「
汝
は
是
れ
い
か
な
る
人
ぞ
。
其
の
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樣
を
見
る
に
、
久
し
く
山
野
に
な
れ
た
る
形
な
り
。
我
、
伽
藍
建
立
の
志
有
り
。
若
し
さ
る
べ
き
所
や
侍
る
」
と

問
ひ
給
ふ
に
、
答
へ
て
云
く
「
我
は
是
れ
南
山
の
犬
飼
な
り
。
山
地
を
領
す
る
事
、
其
の
数
あ
り
。
其
の
中
に
幽

然
た
る
平
原
あ
り
。
和
尚
、
来
て
住
し
給
へ
。
助
成
を
致
侍
ら
む
」
と
云
ひ
て
、
此
の
犬
を
走
ら
し
め
て
、
お
の

れ
も
共
に
失
せ
に
け
り

と
あ
る
。
こ
の
中
で
宇
智
郡
で
逢
っ
た
猟
者
に
つ
い
て
「
ま
た
黒
白
の
犬
を
二
疋
具
せ
り
」
と
し
、
こ
こ
に
「
大
小
二

疋
の
黒
犬
」
が
「
黒
白
二
疋
の
犬
」
に
変
化
し
て
い
る
。
後
に
流
布
す
る
高
野
四
所
明
神
の
図
像
で
、
階
の
下
に
居
る

二
匹
の
犬
が
黒
犬
と
白
犬
と
さ
れ
る
の
は
、こ
の
絵
伝
の
伝
承
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
黒
白
の
犬
に
つ
い
て『
太

政
官
符
案
并
遺
告
』
に
載
せ
る
「
丹
生
都
比
売
及
び
高
野
大
明
神
に
仕
ふ
る
丹
生
の
祝
氏
」
と
題
す
る
丹
生
祝
氏
の
延

暦
十
二
年
の
籍
文

A
g
B

に
、
紀
伊
国
の
黒
犬
一
伴
と
阿
波
国
の
三
原
郡
の
白
犬
一
伴
を
献
じ
た
こ
と
が
み
え
る
の
で
、
そ
こ

か
ら
黒
白
二
匹
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
こ
で
弘
法
大
師
は
、そ
の
猟
師
に
対
し
て
問
答
し
て
い
る
が
、『
建

立
修
行
縁
起
』
で
は
「
和
尚
の
過
ぎ
通
る
を
見
て
、
不
審
を
問
ふ
。
和
尚
、
踟
蹰
し
て
（
ぐ
ず
ぐ
ず
し
な
が
ら
）
子
細
を

問
訊
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
問
答
の
内
容
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
大
師
は
猟
師
の
姿
を
評
し
て
「
其
の
樣

を
見
る
に
、
久
し
く
山
野
に
な
れ
た
る
形
な
り
」
と
い
い
、
更
に
「
汝
は
是
れ
い
か
な
る
人
ぞ
。
我
、
伽
藍
建
立
の
志

有
り
。
若
し
さ
る
べ
き
所
や
侍
る
」
と
質
問
し
て
お
り
、そ
れ
に
対
す
る
猟
師
の
答
え
が
「
我
は
是
れ
南
山
の
犬
飼
な
り
。

云
々
」
と
す
る
『
建
立
修
行
縁
起
』
で
語
ら
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
「
明
神
来
告
」
段
で
は
、

さ
て
此
の
事
を
不
思
議
と
思
ふ
て
、
猶
、
山
路
を
尋
ね
行
く
に
、
紀
伊
国
の
さ
か
ひ
大
河
と
云
ふ
所
に
し
て
日
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暮
れ
に
け
れ
ば
、
あ
や
し
の
民
の
屋
に
宿
り
給
ぬ
。
一
人
の
老
翁
有
り
。
是
に
向
て
「
幽
閑
寂
靜
の
砌
、
伽
藍
相

応
の
所
有
り
や
」
と
の
給
に
、
翁
の
い
は
く
「
是
れ
よ
り
南
に
平
原
あ
り
。
三
面
は
山
つ
ら
な
り
て
、
山
門
辰
巳

に
開
け
、
万
水
東
に
流
れ
一
水
に
集
ま
る
。
ひ
る
は
常
に
奇
雲
た
な
び
き
、
夜
な
夜
な
霊
光
現
ず
。
是
れ
紀
伊
国

い
と
の
南
に
当
れ
り
。
速
や
か
に
到
る
べ
き
よ
し
を
か
た
る
。

と
あ
っ
て
、宿
り
を
し
た
の
が
「
あ
や
し
の
民
の
屋
」
と
さ
れ
、更
に
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
「
山
民
・
山
人
」
が
「
老
翁
」

へ
と
変
っ
て
い
る
。
ま
た
大
師
は
こ
の
老
翁
に
対
し
て
「
幽
閑
寂
靜
の
砌
、伽
藍
相
応
の
所
有
り
や
」
と
問
う
て
い
る
が
、

こ
れ
も
『
秘
密
縁
起
』
で
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
丹
生
献
地
」
で
は
、
翁
と
共
に
尋
ね
行
き
て
其
の
地

を
暦
覧
し
、
そ
の
地
形
を
誉
め
た
後
、

此
の
猟
師
は
高
野
大
明
神
の
あ
ら
は
れ
給
ひ
た
り
け
る
と
ぞ
申
し
伝
え
た
る
。
其
の
御
母
丹
生
明
神
と
申
し
き
。

人
体
を
現
じ
て
山
の
堺
一
万
町
計
り
を
か
ぎ
り
て
大
師
に
献
じ
て
信
仰
の
心
を
表
す
る
由
、
し
め
し
給
ひ
し
か
ば
、

善
神
守
護
の
山
と
し
て
、
教
法
流
布
す
べ
き
地
な
り
と
よ
ろ
こ
び
た
ま
へ
り
。

と
あ
っ
て
、
猟
師
（
南
山
の
犬
飼
）
が
高
野
明
神
で
あ
り
、
そ
の
母
が
丹
生
明
神
（
丹
生
津
姫
）
で
あ
っ
て
、
丹
生
明
神
が

所
領
を
献
じ
た
（
寄
進
し
た
）
と
さ
れ
る
。『
今
昔
物
語
』
で
も
猟
師
を
高
野
明
神
と
し
て
い
た
が
、『
秘
密
縁
起
』
で
は
、

丹
生
明
神
は
高
野
明
神
の
母
（
女
神
）
と
さ
れ
て
お
り
、
河
辺
か
ら
高
野
ま
で
案
内
し
た
「
山
民
・
山
人
」
で
は
な
く
、

本
来
の
姿
に
戻
っ
て
い
る
。
そ
し
て
伽
藍
建
立
の
た
め
に
藪
を
切
り
開
き
三
鈷
杵
を
発
見
す
る
「
三
鈷
放
光
」
段
で
は
、

高
野
の
地
を
乞
う
上
表
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、



―30―

此
の
事
、
叡
慮
に
叶
ひ
け
れ
ば
、
勅
許
と
ど
こ
ほ
り
な
く
し
て
、
明
神
相
伝
の
上
に
、
か
さ
ね
て
御
手
印
の
印

符
を
下
さ
る
。
其
の
儀
厳
重
也
。
大
師
、
是
に
よ
り
て
彼
の
山
に
趣
て
、
寺
院
を
た
て
ん
が
為
に
樹
を
多
く
き
り

は
ら
は
れ
け
る
に
、
み
ど
り
の
松
の
木
間
よ
り
、
光
明
の
か
が
や
き
け
る
を
、
あ
や
し
と
見
給
ふ
に
、
元
和
元
年

に
大
唐
明
の
州
の
津
に
て
な
げ
し
所
の
三
鈷
、
松
の
枝
に
か
丶
れ
り
。
是
を
見
る
に
密
教
有
縁
の
地
と
い
ふ
事
「
さ

き
た
て
既
に
点
じ
け
る
を
」（
あ
き
ら
け
し
。）
誓
願
、
又
く
ち
ず
し
て
、
重
て
相
ひ
見
る
事
を
ぞ
、
深
く
感
じ
給
ひ

け
る
。
明
神
の
し
め
し
給
し
奇
雲
霊
光
の
し
る
し
も
、
此
の
事
を
告
げ
給
ひ
け
る
に
や
。

と
三
鈷
杵
発
見
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。こ
こ
で
初
め
て
三
鈷
杵
の
掛
か
っ
た
木
が
松
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。た
だ「
三

鈷
の
松
」
に
つ
い
て
武
内
氏
は
『
寛
治
二
年
高
野
御
幸
記
』
に
既
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
寛
治
二
年

高
野
御
幸
記
』
は
白
河
上
皇
（
一
〇
五
三
〜
一
一
二
九
）
が
寛
治
二
（
一
〇
八
八
）
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
月
一
日
に
か

け
て
高
野
山
へ
参
詣
さ
れ
た
時
の
記
録
で
あ
り
、
寺
の
宿
老
が
御
影
堂
の
前
の
松
の
木
に
三
鈷
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と

を
話
し
た
と
い
う

A
h
B

。

⑵
六
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』（
地
蔵
院
旧
蔵
本
）

こ
れ
に
対
し
て
六
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
の
「
大
師
擲
三
鈷
事
」
は
、

大
師
歸
朝
の
た
め
に
、
明
州
と
云
ふ
津
に
出
で
給
ひ
し
時
、
ね
ん
ご
ろ
に
祈
請
し
て
、
願
を
発
し
て
の
た
ま
は

く
「
我
な
ら
う
と
こ
ろ
の
秘
法
、
若
し
相
応
の
地
あ
ら
ば
、
吾
が
此
の
三
鈷
、
飛
び
至
り
て
と
ど
ま
る
べ
し
」
と
。
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即
ち
日
本
国
の
方
に
向
て
此
れ
を
な
げ
給
ふ
時
、
遙
に
雲
の
中
に
入
ぬ
。
京
機
の
諸
人
、
な
ご
り
を
お
し
み
た
て

ま
つ
り
、道
俗
の
諸
衆
、か
ず
を
し
ら
ず
あ
つ
ま
れ
り
。
皆
此
の
事
を
見
て
驚
怪
せ
ず
と
云
ふ
事
な
し
。
渡
海
の
間
、

風
波
の
難
に
あ
ひ
て
、
漂
波
の
あ
や
ぶ
み
あ
り
し
時
、
大
師
、
又
願
を
発
し
て
「
我
か
な
ら
ず
諸
天
の
威
光
を
ま
し
、

国
家
の
福
利
を
な
し
、
衆
生
の
巨
益
を
た
れ
ん
が
た
め
に
、
一
禅
院
を
た
て
、
法
に
よ
り
て
修
行
せ
ん
。
善
神
護

念
し
て
早
く
本
郷
に
達
せ
令
め
給
へ
」
と
祈
念
し
給
ひ
き
。
忽
に
感
応
あ
り
て
、
逆
浪
悉
く
し
づ
ま
り
、
着
岸
と

ど
こ
を
り
な
か
り
き
。
今
の
高
野
山
金
剛
峯
寺
は
、
其
の
三
鈷
の
迹
を
見
て
、
彼
の
素
願
を
果
げ
む
が
た
め
に
建

ら
れ
た
る
と
こ
ろ
の
仁
祠
也
と
申
し
伝
へ
た
り
。

と
見
ら
れ
る
。
前
半
は
『
秘
密
縁
起
』
と
同
様
に
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
和
文
化
と
見
ら
れ
る
が
、
文
章
的
に
小
異
が

あ
る
。
ま
た
三
鈷
を
投
げ
た
と
こ
ろ
で
「
京
畿
の
諸
人
、
な
ご
り
を
お
し
み
た
て
ま
つ
り
、
僧
俗
の
諸
衆
、
か
ず
を
し

ら
ず
あ
つ
ま
れ
り
。
皆
、
此
の
事
を
見
て
驚
き
怪
し
ま
ざ
る
と
云
ふ
事
な
し
」
と
い
う
一
文
が
入
り
、「
布
勢
海
宛
消
息
」

に
よ
る
寺
院
建
立
の
誓
願
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
記
事
で
あ
り
、『
高
野
大

師
御
広
伝
』
や
『
弘
法
大
師
御
伝
』
を
引
く
も
の
で
『
建
立
修
行
縁
起
』
か
ら
直
接
の
絵
伝
化
で
は
無
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
東
寺
本
十
二
巻
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
で
は
、
こ
の
三
鈷
杵
が
竜
猛
・
竜
智
・
金
剛
智
・
不
空
・
恵
果
・
大
師
と

相
承
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
ど
の
絵
伝
で
も
、
そ
の
絵
で
は
海
岸
に
立
っ
て
三
鈷
杵
を
投
げ
て
い
る
。

次
に
「
高
野
尋
入
」
の
段
も
『
秘
密
縁
起
』
同
様
の
『
建
立
修
行
縁
起
』
か
ら
の
和
文
化
で
あ
る
が
、
や
は
り
本
文

に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。
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弘
仁
七
年
孟
夏
の
比
、
大
師
、
禅
定
の
依
所
を
求
め
、
相
応
の
霊
崛
を
尋
ね
む
が
た
め
に
、
畿
内
を
修
行
し
給

ふ
に
、
大
和
国
宇
智
郡
に
し
て
一
人
の
猟
者
に
値
ひ
給
へ
り
。
其
の
色
ふ
か
く
あ
か
く
し
て
、
た
け
八
尺
斗
り
也
。

袖
ち
ゐ
さ
き
青
き
衣
を
き
た
り
け
り
。
骨
た
か
く
、
す
じ
ふ
と
く
し
て
、
勇
壮
の
形
也
。
弓
箭
を
身
に
帯
し
て
、

大
小
二
の
黒
き
犬
を
し
た
が
へ
た
り
。
大
師
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
や
す
ら
ひ
て
思
ふ
と
こ
ろ
あ
る
に
似
た
り
。

大
師
、
問
ふ
て
の
給
は
く
「
汝
い
わ
ね
を
ふ
み
、
か
け
は
し
を
わ
た
り
て
、
広
く
山
野
を
廻
る
。
何
な
る
霊
所
を

か
見
、
何
な
る
幽
崛
を
か
知
れ
る
」
と
。
猟
者
の
申
す
様
「
我
れ
は
是
れ
南
山
の
犬
飼
也
。
領
す
る
所
の
山
地
万

許
町
也
。
其
の
中
に
幽
平
の
原
沢
あ
り
。
三
面
に
山
つ
ら
な
り
て
、
山
門
辰
巳
に
ひ
ら
け
た
り
。
万
水
東
に
流
て
、

み
な
ま
た
一
水
に
あ
つ
ま
れ
り
。
昼
は
常
に
あ
や
し
き
雲
そ
び
へ
、夜
は
又
霊
光
現
ず
。
是
れ
紀
伊
国
伊
都
の
郡
也
。

和
尚
、
来
住
し
給
は
ば
助
成
し
た
て
ま
つ
ら
ん
。
我
が
性
山
水
に
な
れ
て
、
人
気
に
非
（
疎
）
し
。
幸
に
菩
薩
に

遇
ひ
た
て
ま
つ
る
。
我
が
徳
の
至
る
也
。
願
は
く
は
我
が
た
め
に
威
福
を
ま
し
給
へ
」
と
云
ひ
て
、
犬
を
は
な
ち

て
さ
り
ぬ
。

こ
こ
で
大
師
と
猟
師
（
南
山
の
犬
飼
）
の
問
答
で
、大
師
が
猟
師
に
問
い
か
け
る
言
葉
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
は
『
秘

密
縁
起
』
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
猟
師
は
「
大
小
二
の
黒
き
犬
を
し
た
が
へ
た
り
」

と
さ
れ
て
お
り
、『
秘
密
縁
起
』
の
よ
う
な
「
黒
白
の
犬
」
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
建
立
修
行
縁
起
』
の
ま
ま
で
あ
る
。

次
の
「
巡
見
上
表
事
」
で
は
、

大
師
、
其
の
後
、
紀
伊
国
の
境
に
行
て
、
紀
の
川
ほ
と
り
に
す
み
給
ふ
。
今
の
政
所
の
慈
尊
院
是
れ
也
。
大
和
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国
に
て
御
覧
ぜ
ら
れ
し
犬
、
も
と
よ
り
あ
り
。
大
師
を
み
つ
け
た
て
ま
つ
り
て
、
山
を
さ
し
て
の
ぼ
る
。
大
師
、

即
ち
彼
の
犬
に
あ
ひ
ぐ
し
て
の
ぼ
ら
せ
給
ふ
ほ
ど
に
、
平
原
広
沢
に
至
り
ぬ
。
其
の
地
形
を
御
覧
ず
る
に
（
以
下
略
）

と
あ
り
、
紀
ノ
川
辺
り
で
の
宿
り
の
記
事
も
無
く
、『
建
立
修
行
縁
起
』
に
お
け
る
「
山
民
・
山
人
」、『
秘
密
縁
起
』
の

「
老
翁
」
も
登
場
せ
ず
、
そ
の
言
葉
で
あ
っ
た
「
我
が
性
山
水
に
な
れ
て
云
々
」
の
明
神
に
よ
る
所
領
寄
進
の
告
げ
が
猟

師
（
南
山
の
犬
飼
）
の
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
猟
師
（
南
山
の
犬
飼
）
の
連
れ
て
い
た
犬
が
現
れ
て
、

大
師
を
高
野
ま
で
案
内
し
て
い
る
。
更
に
「
丹
生
託
宣
事
」
に
は
、

大
師
、
彼
の
山
に
通
ひ
給
ふ
間
、
山
路
の
ほ
と
り
に
十
町
計
の
沢
有
り
。
山
王
丹
生
の
大
明
神
の
社
也
。
今
の

あ
ま
の
と
云
ふ
是
れ
也
。
大
師
、
此
所
に
一
宿
し
給
ふ
に
、
大
明
神
託
宣
し
て
の
給
は
く
「
妾
、
神
道
の
威
福
を

望
む
事
久
し
。
今
（「
菩
薩
」
脱
カ
）
の
此
所
に
至
り
給
ふ
。
妾
が
幸
也
。
弟
子
、
昔
人
た
り
し
時
、
食
国
皇
命
、
家

地
万
許
町
を
給
へ
り
。（
中
略
）
願
く
は
是
れ
を
た
て
ま
つ
ら
ん
。
な
が
き
よ
に
仰
信
の
心
を
あ
ら
は
さ
ん
と
也
」

と
の
給
ひ
き
。
始
め
遇
ひ
給
ひ
た
り
し
猟
者
は
高
野
の
大
明
神
也
。
丹
生
高
野
と
て
、
山
上
山
下
に
此
れ
を
い
わ

ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
財
施
・
法
施
た
ゆ
る
事
な
し
。
威
福
を
増
し
給
は
ん
事
、
を
し
て
は
か
る
べ
し
。
此
の
二
神

を
ば
、
即
ち
母
子
に
て
ま
し
ま
す
と
申
し
つ
た
へ
た
り
。
或
は
夫
婦
と
も
申
し
伝
へ
た
り
。
高
野
の
大
明
神
は
大

神
宮
の
御
を
と
丶
（
弟
）
也
。
玉
津
島
に
し
て
、
そ
と
を
り
ひ
め
を
思
ひ
人
に
て
、
御
馬
に
て
し
の
び
て
通
ひ
給
ひ

け
る
を
、
丹
生
大
明
神
や
す
か
ら
ぬ
事
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
り
。
か
の
玉
津
島
へ
神
馬
を
た
て
ま
つ
ら
る
る
時
は
、

明
神
の
御
前
に
て
は
、
く
つ
ば
み
の
お
と
を
な
ら
さ
ぬ
事
に
て
侍
る
也
。
垂
迹
の
前
は
凡
夫
に
示
同
し
給
ふ
御
方
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便
な
る
を
や
。

と
あ
っ
て
、
丹
生
津
姫
と
高
野
大
明
神
を
母
子
と
す
る
説
と
夫
婦
と
す
る
説
を
挙
げ
た
上
で
、
高
野
大
明
神
は
大
神
宮

の
弟
と
さ
れ
、
玉
津
島
の
そ
と
お
り
ひ
め
（
衣
通
姫
）
と
恋
人
で
あ
り
、
馬
に
乗
っ
て
玉
津
島
ま
で
通
っ
て
い
た
、
と
い

う
独
自
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
但
し
こ
の
話
が
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
か
は
検
索
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
高
野
明
神
が
丹

生
津
姫
の
子
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
神
宮
の
弟
と
す
る
と
、
大
神
宮
も
ま
た
丹
生
津
姫
の
子
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
し
こ
の
話
が
夫
婦
と
い
う
伝
承
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
大
神
宮
」
が
紀
国
の
大
神
宮
で
あ
れ
ば
、
日
前
・

国
懸
神
社
か
、
伊
太
祁
曽
神
社
か
。
日
前
・
国
懸
神
社
は
天
照
大
神
の
神
霊
で
あ
る
御
鏡
を
祀
る
と
さ
れ
、
そ
う
す
る

と
高
野
明
神
が
天
照
大
神
の
弟
と
な
っ
て
し
ま
い
、
丹
生
都
比
売
と
高
野
明
神
が
共
に
伊
邪
那
岐
尊
か
ら
生
ま
れ
た
姉

弟
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
伊
太
祁
曽
神
社
は
、
素
戔
嗚
尊
の
子
で
あ
る
五
十
猛
命
を
祀
っ
て
お
り
、
ま
た

紀
国
一
宮
と
も
さ
れ
る
。
五
十
猛
命
は
天
降
り
し
て
種
を
樹
え
大
八
洲
を
青
山
に
し
た
と
さ
れ
、
紀
国
に
坐
す
大
神
と

さ
れ
る

A
i
B

。「
大
神
宮
」
が
伊
太
祁
曽
神
社
の
五
十
猛
命
で
あ
れ
ば
、
高
野
明
神
は
素
戔
嗚
尊
の
子
と
な
る
が
、
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
ご
存
知
の
方
が
居
れ
ば
お
教
え
頂
き
た
い
。

「
三
鈷
宝
剣
事
」
に
も
、

大
師
官
符
を
給
は
せ
給
ひ
て
後
、
伽
藍
を
建
立
せ
ん
が
た
め
、
樹
木
を
き
り
は
ら
は
る
る
間
、
大
な
る
樹
の
木

末
に
、
唐
土
に
て
な
げ
給
し
三
鈷
厳
然
と
し
て
有
り
。
弥
々
歓
喜
の
心
を
も
よ
を
し
、
重
ね
て
相
応
の
地
と
云
ふ

事
を
知
り
給
ひ
ぬ
。
地
主
山
王
の
告
げ
給
ひ
し
、
よ
な
よ
な
の
霊
光
は
、
此
の
木
の
上
の
三
鈷
に
て
ぞ
有
り
け
る
。
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又
大
塔
を
立
て
む
が
た
め
に
、
地
を
ひ
か
れ
け
る
時
、
な
が
さ
五
尺
ひ
ろ
さ
一
寸
八
分
の
宝
剣
、
地
中
よ
り
ほ
り

い
だ
さ
れ
き
。
前
仏
の
遊
所
、
伽
藍
の
旧
基
と
云
ふ
事
、
明
ら
か
也
。
勅
に
よ
り
て
叡
覧
を
（
に
）
備
え
へ
し
に
、

即
ち
召
し
留
め
ら
れ
に
け
り
。
後
に
い
さ
さ
か
た
た
り
を
な
す
事
侍
り
け
る
に
、
御
占
を
こ
な
は
れ
た
り
け
れ
ば
、

此
の
御
剣
の
わ
ざ
に
や
と
み
へ
け
れ
ば
、
銅
の
筒
に
入
れ
て
、
本
の
如
く
返
し
を
か
れ
に
け
り
。
彼
の
三
鈷
の
か

か
れ
り
し
松
の
本
を
し
め
て
、
御
菴
室
を
つ
く
ら
れ
け
り
。
今
の
御
影
堂
、
是
れ
也
。

と
あ
る
。「
伽
藍
を
建
立
せ
ん
が
た
め
、
樹
木
を
き
り
は
ら
は
る
る
間
、
大
な
る
樹
の
木
末
に
、
唐
土
に
て
な
げ
給
ひ
し

三
鈷
厳
然
と
し
て
有
り
」
と
あ
っ
て
、『
秘
密
縁
起
』
の
「
松
の
枝
」
で
は
な
く
『
建
立
修
行
縁
起
』
と
同
じ
「
樹
の
末
」

に
三
鈷
杵
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
終
わ
り
に
「
三
鈷
の
か
か
れ
り
し
松
の
本
を
し
め
て
、
御
菴
室
を
つ
く
ら
れ

け
り
」
と
あ
っ
て
、
今
の
御
影
堂
前
の
松
が
三
鈷
の
懸
か
っ
た
木
（
三
鈷
の
松
）
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、『
建
立
修
行

縁
起
』の
記
事
と
三
鈷
の
松
の
伝
承
と
を
合
わ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
大
塔
を
立
て
ん
が
た
め
に
地
を
開
く（
掘

る
）
と
「
な
が
さ
五
尺
ひ
ろ
さ
一
寸
八
分
の
宝
剣
。
地
中
よ
り
ほ
り
い
だ
さ
れ
き
」
と
あ
っ
て
、
宝
剣
の
大
き
さ
が
示
さ

れ
る
の
は
、
や
は
り
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
を
経
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
六
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』

の
詞
書
き
は
、
直
接
に
『
建
立
修
行
縁
起
』
に
よ
る
と
言
う
よ
り
も
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
⑶
十
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』（
元
応
本
）
は
、
そ
の
詞
書
き
が
六
巻
本
（
地
蔵
院
本
）
と
殆
ど
同

じ
だ
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
南
山
の
犬
飼
の
連
れ
た
二
匹
の
犬
に
つ
い
て
、
六
巻
本
の
「
大
小
二
の
黒
き
犬
」
か
ら
『
秘
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密
縁
起
』
に
よ
る
「
大
小
二
の
黒
白
の
犬
」
へ
と
変
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑷
版
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
は
、
元
応
本
を
基
に
『
秘
密
縁
起
』
を
参
照
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
高
野
山
開

山
説
話
に
関
し
て
は
元
応
本
と
大
き
な
相
違
は
無
く
、『
秘
密
縁
起
』
に
よ
る
特
段
の
追
加
も
無
い
よ
う
で
あ
る
。
猟

師
の
連
れ
た
二
匹
の
犬
は
、元
応
本
と
同
様
に
『
秘
密
縁
起
』
に
よ
る
「
黒
白
の
犬
二
疋
」
で
あ
り
、六
巻
本
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
他
は
元
応
本
・
六
巻
本
と
殆
ど
同
じ
で
あ
り
、
や
は
り
河
辺
の
宿
り
で
出
会
う
「
山
民
・
山
人
」

「
老
翁
」
は
登
場
せ
ず
、
犬
が
実
際
の
案
内
を
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
後
の
弘
法
大
師
伝
に
お
け
る
高
野
山
開
創
説
話
は
、
お
お
よ
そ
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
話
を
引
用
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
詳
し
く
見
れ
ば
相
違
も
見
ら
れ
る
が
、
今
は
こ
こ
ま
で
の
紹
介
と
し
て
お
き
た
い
。

註１	

武
内
孝
善
『
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
』
第
四
部
「
高
野
山
の
開
創
」
平
成
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
。
ま
た
同
『
弘
法
大
師　

伝
承
と
史
実
』
平
成
二
〇
年
七
月
、
朱
鷺
書
房
刊
に
も
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

２	

拙
論
「
高
野
山
開
創
説
話
に
つ
い
て
―
十
・
十
一
世
紀
の
丹
生
津
姫
説
話
―
」『
密
教
学
研
究
』
第
五
七
号
、
令
和
七
年
三
月

３	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
五
〇
頁
上
―
五
六
頁
下

４	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
一
五
〇
頁
上
―
一
八
六
頁
下

５	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
一
七
八
頁
下
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６	『
弘
法
大
師
全
集
』
第
三
輯
、
五
二
四
―
五
二
五
頁
・『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
第
八
巻
、
一
七
一
―
一
七
二
頁

７	『
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔
』第
九
巻『
弘
法
大
師
全
集
』第
三
輯
、五
二
三
―
五
二
四
頁
・『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』第
八
巻
、一
六
九
―
一
七
一
頁
。

ま
た
『
高
野
雑
筆
集
』『
弘
法
大
師
全
集
』
第
三
輯
、
五
二
三
―
五
二
四
頁
・『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
第
七
巻
九
八
―
九
九
頁

８	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
一
六
二
頁
上

９	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
一
七
八
頁
下
―
一
七
九
頁
上

10	

拙
稿
「
弘
法
大
師
入
定
信
仰
の
成
立
に
つ
い
て
⑵
―
摩
訶
迦
葉
の
入
定
と
高
野
山
浄
土
―
」『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
九
号
、
令
和
六

年
三
月

11	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
五
二
頁
上

12	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
五
三
頁
上
―
下

13	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
七
六
頁
下

14	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
三
巻
、
一
四
四
頁
上
―
下
。
賢
宝
撰
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
で
は
、
弘
仁
七
年
の
高
野
山
開
創
に
つ
い
て
は
参
考
書

本
を
引
い
て
記
述
す
る
が
、
同
じ
弘
仁
七
年
に
空
海
が
稲
荷
神
と
東
寺
守
護
に
つ
い
て
契
約
し
た
と
し
て
「
稲
荷
大
明
神
流
記
」
を
引
用
す
る
。

た
だ
そ
の
内
容
は
『
建
立
修
行
縁
起
』
の
高
野
発
見
の
経
緯
と
そ
っ
く
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
翻
案
し
た
も
の
と
い
え
る
。
以
下
に
『
弘
法
大
師

行
状
要
集
』
引
用
の
本
文
を
掲
げ
る
。

稻
荷
大
朋
神
流
記

弘
仁
七
年
孟
夏
之
比
。
大
和
尚
、
斗
藪
之
時
、
紀
州
田
辺
の
宿
に
於
て
異
相
の
老
翁
に
遇
ふ
。
其
の
長
八
尺
計
り
。
骨
高
く
筋
太
く
、
内

に
大
権
の
気
を
含
み
、
外
に
凡
夫
の
相
を
示
す
。
和
尚
を
見
、
快
ん
で
語
り
て
曰
く
「
吾
、
神
道
に
在
り
、
聖
に
威
徳
在
り
。
方
に
今
、
菩

薩
、
此
の
所
に
到
る
。
弟
子
の
幸
な
り
」。
和
尚
の
曰
く
「
霊
山
に
於
て
面
拝
之
時
、
誓
約
未
だ
忘
れ
ず
。
此
生
・
他
生
、
形
異
に
し
て
心
同

じ
。
予
に
秘
教
紹
隆
之
願
有
り
。
神
に
佛
法
擁
護
之
誓
在
り
。
請
ふ
、
共
に
法
を
弘
め
生
を
利
し
、
同
じ
く
覚
亭
に
遊
ば
む
。
夫
れ
帝
都
の

坤
の
角
九
條
の
一
坊
に
大
伽
藍
有
り
。
東
寺
と
号
す
。
鎮
護
国
家
の
為
に
密
教
を
興
す
可
き
霊
場
な
り
。
必
ら
ず
必
ら
ず
待
ち
奉
り
待
ち
奉
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ら
む
而
已
」。
化
人
の
曰
く
「
必
ら
ず
参
会
し
て
和
尚
之
法
命
を
守
ら
む
」
等
と
云
云
。

15	『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
、
一
九
冊
、
二
八
四
―
二
八
五
頁
。『
続
大
日
本
古
記
録
』「
小
右
記
」
六
・
二
二
七
―
二
二
八
頁
。『
増
補　

史
料
大
成
』

別
巻
二
「
小
右
記
」
二
・
三
九
〇
頁
上
―
下

16	
知
識
寺
は
河
内
国
大
県
郡
内
（
現
・
大
阪
府
柏
原
市
太
平
寺
）
に
所
在
し
た
古
代
寺
院
。
茨
田
宿
禰
を
中
心
と
し
た
知
識
（
信
仰
集
団
）
に
よ

り
七
世
紀
後
半
に
創
建
さ
れ
た
。

17	

拙
論
「
覚
鑁
と
神
祇
」
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
３
『
中
世
神
話
と
神
祇
・
神
道
世
界
』
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
、
竹
林
舎
刊

18	『
興
教
大
師
全
集
』
上
・
四
四
八
頁

19	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
三
四
頁
下

是
く
の
如
く
和
食
明
神
の
素
意
を
受
け
、
明
星
天
子
の
玄
軌
を
開
く
。
即
ち
阿
波
国
の
嶽
に
攀
じ
登
り
て
、
独
り
太
龍
の
嶺
に
経
行
す
。

身
に
は
絹
綿
を
除
い
て
本
尊
の
威
儀
に
住
し
、
口
に
は
漿
穀
を
断
じ
て
自
心
の
瑜
伽
を
観
ず
。
練
行
、
遙
か
に
月
を
送
り
、
薫
修
、
惟
れ

日
を
累
ね
れ
ど
も
、
勝
利
、
曽
て
無
く
、
悉
地
、
未
だ
現
れ
ず
。
爰
に
神
童
、
退
き
て
宿
習
を
顧
み
る
に
、
機
縁
、
未
だ
熟
せ
ず
。
進
み

て
来
世
を
思
ふ
に
、
値
遇
、
憑
み
有
り
。
如
か
ず
、
速
か
に
一
生
の
身
命
を
捨
て
て
、
三
世
の
仏
力
を
加
え
ん
に
は
。
即
ち
居
を
石
室
に

遁
れ
、
忽
ち
に
身
を
巌
洞
に
擲
つ
。
時
に
護
法
、
之
れ
を
受
け
て
接
足
し
、
諸
仏
、
之
れ
を
助
け
て
、
以
て
摩
頂
す
。
是
れ
則
ち
命
を
捨

て
て
諸
天
の
加
護
に
預
か
り
、
身
を
投
げ
て
悉
地
の
果
生
を
得
た
り
。
一
心
の
懇
篤
、
未
だ
地
に
墜
ち
ず
。
五
尺
の
宝
剣
、
忽
ち
に
天
自

り
降
り
て
、
即
ち
室
内
に
飛
び
、
方
に
壇
上
に
立
つ
。
永
く
太
龍
の
聖
跡
に
留
り
、
遂
に
不
動
之
霊
崛
に
納
む
。
専
ぱ
ら
一
朝
の
静
謐
を

扶
け
て
、
永
く
三
韓
の
怨
讎
を
摧
く
。
当
に
知
る
べ
し
、
神
通
乗
の
金
剛
な
り
。
豈
に
虚
空
藏
の
宝
剣
に
非
ざ
る
や
。
是
れ
偏
へ
に
法
を

重
じ
て
命
を
軽
ん
じ
、
身
を
捨
て
て
道
に
帰
す
。

こ
こ
に
は
太
竜
嶽
に
お
け
る
宝
剣
飛
来
だ
け
で
は
な
く
、
山
上
か
ら
身
を
投
げ
て
護
法
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
話
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
雪

山
童
子
や
善
財
童
子
の
話
が
比
較
的
に
語
ら
れ
る
点
を
含
め
て
、
絵
伝
類
（『
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
』・
高
野
山
地
蔵
院
旧
蔵
六
巻
本
『
高
野
大

師
行
状
図
画
』・
十
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』（
元
応
本
）
等
）
に
み
ら
れ
る
「
捨
身
ヶ
嶽
」
の
話
と
共
通
す
る
。
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20	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
三
巻
、
八
六
頁
。『
大
龍
寺
縁
起
』
の
引
用
の
終
わ
り
に
割
注
に
よ
っ
て
「
此
の
記
疑
い
有
り
。
之
れ
を
決
す
可
し
」

と
し
て
い
る
。

21	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
二
三
九
頁
下
―
二
四
〇
頁
上

22	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
二
四
八
頁
下
―
二
四
九
頁
上

23	「
大
殿
の
消
息
」
は
、
藤
原
道
長
が
高
野
登
拝
の
前
に
、
高
野
山
を
諸
仏
の
浄
土
と
見
た
夢
に
つ
い
て
「
小
野
法
印
御
房
」
に
問
い
合
わ
せ
た
消

息
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
偽
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
弘
法
大
師
入
定
信
仰
の
成
立
に
つ
い
て
⑴
―
十
・
十
一
世
紀
の
史
料
を
め
ぐ
っ
て
―
」

川
崎
大
師
教
学
研
究
所
『
仏
教
文
化
論
集
』
第
一
三
号
、
令
和
六
年
三
月
に
述
べ
た
。

24	『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
〇
一
巻
、
六
頁
上
―
下
。『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
三
巻
、
四
四
頁
上
―
下

25	『
校
刊
美
術
史
料　

寺
院
編
』（
昭
和
四
七
年
三
月
、
中
央
公
論
美
術
出
版
刊
）
上
巻
、
六
五
―
一
二
四
頁
。「
諸
寺
縁
起
集　

醍
醐
寺
本
」
に
は
、

冒
頭
の
解
説
に
拠
れ
ば
「
東
大
寺
」「
元
興
寺
縁
起
」「
西
大
寺
縁
起
」「
薬
師
寺
縁
起
」「
招
提
寺
建
立
縁
起
」「
放
光
菩
薩
記
」「
弥
勒
寺
本
願

善
仲
善
算
縁
起
」「
清
水
寺
建
立
記
「
子
嶋
山
寺
建
立
縁
起
」「
大
神
宮
法
華
十
講
会
縁
起
」「
高
野
寺
縁
起
等
」「
興
福
寺　

在
超
昇
寺
大
念
仏
」

「
一
竜
門
寺　

在
大
和
国
吉
野
郡
官
造
作
勅
施
僧
正
」「
大
日
本
洲
大
官
大
寺
門
徒
大
唐
大
福
光
寺
増
笇
」「
大
安
寺
祟
道
天
皇
御
院
八
嶋
両
処
記

文
」「
関
寺
縁
起
」「
六
角
堂
縁
起
」「
粉
河
寺
大
卒
都
婆
建
立
縁
起
」
を
載
せ
て
い
る
。

26	『
校
刊
美
術
史
料　

寺
院
編
』（
昭
和
四
七
年
三
月
、
中
央
公
論
美
術
出
版
刊
）
上
巻
、
一
〇
五
―
一
一
一
頁

27	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
二
巻
、
一
頁
上
―
三
一
頁
上

28	『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
三
一
巻
、
七
五
頁
上

29	『
弘
法
大
師
諸
弟
子
全
集
』
巻
中
、
四
二
三
―
四
二
四
頁

30	「
良
豊
田
丸
大
夫
」
は
、「
高
野
寺
縁
起
等
」
で
は
「
良
豊
田
九
大
夫
」
と
な
っ
て
い
る
が
、官
符
の
「
豊
田
麿
」
か
ら
取
ら
れ
た
名
前
で
あ
れ
ば
、

『
金
剛
峯
寺
雑
文
』
の
「
良
豊
田
丸
大
夫
」
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

31	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
一
頁
下
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32	

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』（
昭
和
三
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）「
本
文
編
」
二
八
四
頁

33	『
続
日
本
紀
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
２
「
続
日
本
紀
」
二
〇
頁

34	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
二
四
七
頁
上
―
二
四
八
頁
下

35	『
弘
法
大
師
諸
弟
子
全
集
』
上
巻
、
四
九
七
頁

36	

拙
論
「『
平
城
天
皇
灌
頂
文
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
』
第
一
部
、平
成
二
〇
年
、ノ
ン
ブ
ル
社
刊
（
元
「『
平
城
天
皇
潅
頂
文
』

を
め
ぐ
っ
て
⑴
」『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
第
一
一
号
、
昭
和
六
二
年
及
び
「『
平
城
天
皇
灌
頂
文
』
を
め
ぐ
っ
て
②
」『
大
正
大
学
綜
合

仏
教
研
究
所
年
報
』
第
九
号
、
昭
和
六
二
年
に
加
筆
改
稿
し
て
収
録
し
た
）

37	『
弘
法
大
師
弟
子
譜
』
三
浦
章
夫
編
『
弘
法
大
師
伝
記
集
覽
』
一
〇
五
三
頁
。（
三
宝
院
文
書
）「
東
寺
真
言
八
祖
血
脈
略
抄
」
三
浦
章
夫
編
『
弘

法
大
師
伝
記
集
覽
』
一
〇
三
一
頁

38	

前
注
10
の
拙
論
の
注
15
今
野
逹
「
注
好
選　

解
説
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
31
「
三
宝
絵
詞　

注
好
選
」
平
成
九
年
九
月
、
岩
波
書
店
刊
を

参
照
さ
れ
た
い
。

39	「
弘
法
大
渡
宋
伝
真
言
教
帰
来
語
第
九
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
33
「
今
昔
物
語
集
」
三
・
三
四
―
三
五
、
平
成
五
年
五
月
、
岩
波
書
店
刊

40	「
弘
法
大
師
始
建
立
高
野
山
語
第
二
十
五
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
33
「
今
昔
物
語
集
」
三
・
七
二
―
七
三
、
平
成
五
年
五
月
、
岩
波
書
店

刊
41	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
二
巻
、
六
二
頁
上

42	

興
然
『
五
十
巻
鈔
』
第
四
十
七
「
大
師
事
」『
真
言
宗
全
書
』
第
三
一
巻
、
九
〇
四
頁
「
心
覚
阿
闍
梨
云
。
済
暹
僧
都
記
云
。
湯
河
原
玄
圓
菩
薩

所
造
日
本
神
仙
記
云
。弘
法
大
師
者
昔
勝
鬘
夫
人
。又
爲
恵
思
禪
師
。又
於
日
本
國
爲
聖
徳
太
子
。又
後
世
爲
弘
法
大
師
。是
則
第
八
地
菩
薩
云
々
。

定
知
觀
音
所
變
也
。
又
第
三
地
菩
薩
云
々
。
可
尋
之
耳
。
已
上
」。
又
拙
稿
「（
講
演
録
）
弘
法
大
師
の
前
生
譚
―
弘
法
大
師
伝
に
語
ら
れ
る
大

師
の
前
生
―
」『
密
教
学
』
第
六
〇
号
、
令
和
六
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

43	

武
内
孝
善
『
弘
法
大
師　

伝
承
と
史
実
』
平
成
二
〇
年
七
月
、
朱
鷺
書
房
刊
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44	

梅
津
次
郎
「
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
諸
本
と
白
鶴
美
術
館
本
に
つ
い
て
」『
弘
法
大
師
伝
絵
巻
』
角
川
書
店
、
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年

45	

宮
次
男
「
井
上
家
旧
蔵　

弘
法
大
師
伝
絵
巻
に
つ
い
て
」『
美
術
研
究
』
第
二
三
二
号
、
昭
和
三
九
（
一
九
六
四
）
年

46	『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
、
八
頁
上

47	
武
内
孝
善
『
弘
法
大
師　

伝
承
と
史
実
』
平
成
二
〇
年
七
月
、
朱
鷺
書
房
刊
。『
増
補
続
史
料
大
成
』
第
一
八
巻
、
三
〇
八
頁

48	「
南
紀
神
社
録
」
名
草
郡
「
伊
太
祁
曽
神
社
」『
神
道
体
系
』
神
社
編
四
十
一
「
紀
伊
・
淡
路
国
」
四
頁
下
―
五
頁
上

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
空
海
、
弘
法
大
師
、
高
野
山
、
丹
生
都
比
売
、
高
野
明
神
、
南
山
の
犬
飼
、
飛
行
三
鈷
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